
設　　　計　㈱草階建築創作所

役場旧庁舎耐震補強工事

設計年月日　平成３０年　８月

表　紙　共　　　　　　１４枚
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機械設備特記仕様書

平面図（撤去・復旧）

立面図

仕様書・耐震補強詳細図
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図面名称 備  考
設計年月日 月 日年

管 理 建 築 士

一級建築士登録番号

印

電話

電話秋田本社

東京支店 東京都西東京市芝久保町３丁目１３番４号

018(833)5555

0424(62)2188

図面番号

意  匠 構  造 電  気 機  械 製  図計  画

草階建築創作所株式会社一級建築士事務所

工事名称

秋田市中通２丁目２番３２号

渡 邉  啓 宇

第１９２２０８号

代表取締役

渡 邉 啓 宇

配置図　S=1:200

Ｎ

Ｎ

道路境界線

庁舎棟

駐車場
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ロータリー

議会棟
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地
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旧庁舎棟

敷
地
境
界
線

今回耐震診補強建物　『役場旧庁舎』

付近見取図

工事場所：南秋田郡大潟村字中央１－１（旧庁舎）

縮尺
A1

A3 S=1:

S=1: 200
400

付近見取図・配置図役場旧庁舎耐震補強工事 Ａ
３０ ８

０２

４・提出書類　　監督員及び工事監理者の指示による

■工事概要・仕様

■工事内容・特記仕様

３．工事仕様　　図面内容による、図面に記載なき事項は監督員と協議の上決定する他

　　　　　　　　平成２９年度国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（標準仕様書）による

５・水、電力　　既存施設の利用は可能但し有償（トイレの利用は運営者の了解を得ること）

役場旧庁舎耐震補強工事

２・工事場所　　南秋田郡大潟村字中央１丁目１番地

Ａ：建築耐震補強工事

Ｂ：機械設備工事

・工事の疑義については書面で監督員に提出すること。

■工事について（図面記載数量は参考数量とし工事範囲を拘束するもので無い）

・工事着工にあたり施設運営者と協議を行い運営に支障のない工事工程表を作成し、
　監督員の了承を得ること。

・施設運営に特段な配慮事由が発生した場合は関係者と協議のうえ決定する。

・耐震スリットの設置（ W=30㎜　L=1.08m　３ヶ所 ）　　　　　　　　 一式

・コンクリートブレース補強工事（ピタコラム工法）　２セット　　　　一式

・補強工事に伴う既存撤去復旧工事　　　                    　      一式

・付帯工事　　　                                                　一式

・補強工事に伴う既存障害物の撤去復旧（切り回し）工事　　　       一式



図面名称 備  考
設計年月日 月 日年

管 理 建 築 士

一級建築士登録番号

印

電話

電話秋田本社

東京支店 東京都西東京市芝久保町３丁目１３番４号

018(833)5555

0424(62)2188

図面番号

意  匠 構  造 電  気 機  械 製  図計  画

一級建築士事務所

工事名称

秋田市中通２丁目２番３２号

第１９２２０８号

代表取締役

渡 邉 啓 宇

株式会社 草階建築創作所渡 邉 啓 宇

縮尺
A1

A3 S=1:

S=1: 100
200

３０
役場旧庁舎耐震補強工事 １階平面図・2階平面図

８
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Ａ

5　既設取合い工事　（補強図による）

Ａ　耐震補強工事 Ｂ　機械設備工事　（設備図による）

※耐震補強に伴う既存障害物の撤去復旧工事

１階平面図　S=1:100 ２階平面図　S=1:100

Ａ ０３

１　仮設工事

２　土工事　（補強図による）

３　耐震補強工事　（補強図による）

　・工事に伴う仮設の他に、建物施工範囲廻り2ｍを清掃すること

　・掘削に於いては適切な重機及び養生をおこなうこと

　・アンカー工事、鉄骨工事、鉄筋工事、コンクリート工事・

４　補強部関連工事　（補強図による）

工事概要

　・補強部の既存躯体表し及び仕上げ等工事

6　付帯工事

　・既存下り壁（ＲＣ造）撤去復旧工事

　・下り壁復旧は既存同等の小口タイル張りとする

　・補強部は外壁タイル取合い補修を行うこと

　・軒天（リブラスモルタル塗り）は撤去し厚16化粧鋼板サイディング張りとする）

　・補強部以外の外壁タイル劣化部を補修する（場所は現場指示とする）

　・施工廻りの地面は現状復旧とする

　・補強部以外は軒天施工の足場を設置すること

　・既存軒天配線等は移設復旧すること

Ｎ
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図面名称 備  考
設計年月日 月 日年

管 理 建 築 士

一級建築士登録番号

印

電話

電話秋田本社

東京支店 東京都西東京市芝久保町３丁目１３番４号

018(833)5555

0424(62)2188

図面番号

意  匠 構  造 電  気 機  械 製  図計  画

一級建築士事務所

工事名称

秋田市中通２丁目２番３２号

第１９２２０８号

代表取締役

渡 邉 啓 宇

株式会社 草階建築創作所渡 邉 啓 宇

縮尺
A1

A3 S=1:

S=1:

南　面東　面

北　面南　面

立 面 図 S=1:100
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役場旧庁舎耐震補強工事 耐震補強立面図
３０ ８

100
200

Ａ ０４

軒天：既存撤去し
厚16化粧鋼板サイディング張りで復旧

軒天：既存撤去し
　　　厚16化粧鋼板サイディング張りで復旧

外壁：既存小口タイル張り

外壁：既存小口タイル張り

ＲＣブレース補強新設

ＲＣブレース補強新設



図面名称 備  考
設計年月日 月 日年

管 理 建 築 士

一級建築士登録番号

印

電話

電話秋田本社

東京支店 東京都西東京市芝久保町３丁目１３番４号

018(833)5555

0424(62)2188

図面番号

意  匠 構  造 電  気 機  械 製  図計  画

一級建築士事務所

工事名称

秋田市中通２丁目２番３２号

第１９２２０８号

代表取締役

渡 邉 啓 宇

株式会社 草階建築創作所渡 邉 啓 宇

■作業手順

①工事に伴う既存物の養生

②補強前既存コンクリート躯体を表す（仕上げタイル等の撤去）

⑤既存取り合い部復旧工事

④補強部関連工事の実施

⑥付帯工事

　・コンクリート下り壁及び軒天復旧工事

⑦機械設備工事（機械設備図参照による）

　・一部Ｅ通り面の障害となる設備配管の撤去（⑦機械設備図による切り回し）

　・②の工事及び補強部材施工後の雑工及び仕上等の工事

■作業内容（概略、特記内容）

２　土工事

３　耐震補強工事（ピタコラム本体工事）

　・構造図面による工事内容一式とする

４　補強部関連工事

１　仮設工事

　・足場はブラケット付足場程度とする
　（但し法規上支障無き場合は安全に配慮した足場であれば可とする）

５　既設取合い工事

６　付帯工事

　・軒天材解体復旧に伴う足場(補強部を除く）
　・既存軒天配線等撤去復旧
　・補強部以外の既存外壁タイル劣化部補修
　　（張り替え10㎡程度とし補修部は現場指示とする）
　・補強ブレース取り付け後既存地面現状復旧
　　（事前確認のうえ現状復旧すること）

Ａ　建築耐震補強工事

Ｂ　機械設備工事

　・機械設備図面による工事一式とする。
　　但し施工上撤去が必要無いと判断した工種は監督員と協議のうえ決定する

　・コンクリート下り壁の撤去復旧（意匠図及び構造図参照による）
　・既存仕様と同等のタイル仕上げ貼り
　・既存１階軒天材の解体復旧工事（意匠図による）

　・掘削は現状にあった重機を選定すること。
　・埋戻し：根切土使用、残土：場外自由処分、砂利地業：再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC=40
　・捨てコンクリートFC=18N/mm2  SL=15cm、
　・水替えは適切におこない、必要に応じ簡易山留めを行う

　・補強前の既存コンクリート躯体表し（既存仕上げタイル及びモルタルの斫り撤去）
　・シーリングの施工及び補強材に仕上げ施工（吹付タイル塗装及び梁天端塗膜防水）を行う
　・完全耐震スリット（幅30㎜　L=1.08m）　３ヶ所の施工
　　（耐火材充填＋両面変成シリコン系シーリング30×20程度含む）

　・補強障害となるコンクリート下り壁を解体する
　　（１階軒天仕上げ材も合わせて撤去）

③コンクリートブレース補強工事の実施　２構面（構造図参照による）

　・補強工事以外の付帯工事
　（補強部以外の軒天張り替え足場、外壁タイル劣化部張り替え、既存施工廻り地面現状復旧）

■提出書類

・工事前に既存図面、設計図、既存障害物等を確認し施工方法を総合的に検討し
　監督員に報告する。

■着工前現状確認

・提出書類内容、書式、工事写真の部数などは監督員と協議のうえ決定する。

・工事工程毎に現場監督員が施工確認を行いチェック内容を監督員に提出し
　施工前検査を行うこと。

■現場進捗確認

・施工前に計画書、主要資材選定報告書、施工図を提出し了承を得てから施工を行うこと。

・工事は役場調査職員及び工事監理者が行う。

■現場確認打合せ等

・定例打合せはその都度決定する。

・打合せは請負業者決定後、工事工程表がまとまった時期とする。

補強後詳細図　S=1:30補強前詳細図　S=1:30
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仕様書・耐震補強詳細図

軒天：リブラスモルタル吹付タイル

外壁：小口平タイル圧着張り（モルタル下地）

外壁：小口平タイル圧着張り（モルタル下地）

下り壁：既存撤去復旧

軒天：既存仕上げ材撤去
　　　厚16.0化粧鋼板サイディング張り
　　　軽量鉄骨天井下地組25型＠300

補強梁：防水形複層塗材Ｅ吹付仕上げ
　　　　　梁天端塗膜防水塗り（共通）

補強ブレース：防水形複層塗材Ｅ吹付仕上げ
　　　　　　　梁天端塗膜防水塗り（共通）

アルミ水切り新設

柱形：小口平タイル圧着張り（モルタル下地）

アルミサッシ アルミサッシ

補強ブレース：防水形複層塗材Ｅ吹付仕上げ
　　　　　　　梁天端塗膜防水塗り（共通）

柱形補強：防水形複層塗材Ｅ吹付仕上げ



渡
秋田本社

東京支店 東京都西東京市芝久保町３丁目１３番４号

０１８（８３３）５５５５電話

電話

印管理建築士

０４２（４６２）２１８８

秋田市中通２丁目２番３２号役締取代 表

一級建築士登録番号

渡

第１９２２０８号

邉 啓 宇

邉 啓 宇

図面名称工事名称 備 考
設計年月日

図面番号

図製匠意 械機気電造構計 画年 月 日

縮尺 A1
A3

S=
S=

一級建築士事務所 株式会社 草階建築創作所

** **
特記仕様書－１役場旧庁舎耐震補強工事 Ａ ０６

１．使　用　材　料

１．２座金

１．１補強鋼板

（１）材質　　ＪＩＳＧ３１３６　　　ＳＮ４００Ｂ　　　ＳＮ４００Ｃ　　　　　他（　　　　　　）

　　　　　　　ＪＩＳＧ３１０１　　　ＳＳ４００　　　　他（　　　　　　）

　　　　　　　ＪＩＳＧ３１０６　　　ＳＭ４００Ｂ　　　ＳＭ４００Ｃ　　　　　他（　　　　　　）

（２）板厚　　　　　　　　９mm　　　　１２mm　　　　１６mm　　　　１９mm　　　　２２mm　　　　２５mm

（１）材質　　　　　　　ＳＳ４００相当　

１．３鉄筋

　　　　　　　　　　　　　　材質　ＳＤ３４５

（２）組立筋　　　　　　　　径　Ｄ１３

（４）割裂防止筋　　　　　　径　Ｄ６

（１）アンカー筋　　　　　　径　　Ｄ１６　　　　　　　Ｄ１９　　　　　　　Ｄ２２

（３）乱れ防止筋　　　　　　径　Ｄ１０

                    　　　　径　Φ６（JIS G 3551 に適合するもの）

（２）表中の数字、文字、または記号を記入する事項は記入してある事項のみを適用する。

（３）　　　　で抹消した章および項目の当該特記事項はすべて適用しない。

（４）特記された材料、製造所、製品名、施工業者などの取扱いは、特記されたもの又は同等品以上のものとする。ただし、

（１）標準的な施工手順を以下に示す。なお作業上の都合により手順が入れ替わってもよいものとする。

特記仕様書の運用方法

○総則○

（１）鋼板内蔵コンクリート構造による補強工法とは既存鉄筋コンクリート構造建物躯体の外面に、鋼板を内蔵した

○鋼板内蔵コンクリート構造による補強工法施工手順○

（１）　印を付した事項は　印を付した事項のみを適用する。

○鋼板内蔵コンクリート構造による補強工法コンセプト○

　　　ＲＣ部材を固着力およびあと施工アンカーにて固定・一体化し、既存建物の靱性改善・耐力向上をはかる工法をいう。

（３）接合方法　　　　　　 高力ボルト接合（Ｓ１０Ｔ）　溶接接合

　　　同等品以上のものを使用する場合は、工事監理者の承諾を受ける。

　　　　　　　　　　　　　　材質　ＳＤ２９５Ａ．Ｂ

　　　　　　　　　　　　　　材質　ＳＤ２９５Ａ．Ｂ

　　　　　　　　　　　　　　材質　ＷＦＰ，ＷＦＣ，ＢＦＳＲ２３５，ＢＦＳＲ２９５，ＢＦＳＤ２９５

仕上げ除去

墨出し 鋼板裁断加工

補強位置目荒し ※アンカー打設作業後でも可

配筋調査

アンカー加工

鋼板孔あけ加工

座金加工

割裂防止筋加工

準備

足場架設

アンカー位置墨出し

アンカー打設

アンカー位置実測

既存躯体表面の洗浄

鋼板取付け・接合

割裂防止筋配筋

型枠建て込み

コンクリート打設

養生

型枠脱型

防水工事

仕上げ工事

足場解体

※鋼板取付け前に先行地組み可

＜現場施工手順＞ ＜工場加工＞

埋込み深さ

強度・スランプ
塩化物・空気量

養生期間

打音検査・引張り試験

配筋状態

型枠建込精度

Ａ

Ｂ

Ｃ

※検査はピタコラム工法協会の検査員による

コンクリートの状態Ｄ

＜検査項目＞＜検査時期＞

鋼板取付け精度

目荒らし状態

　　型枠工事にかかる前
Ｂ：鋼板取付け及び割裂防止筋完了後、
　　鋼板取り付けにかかる前

Ｄ：型枠脱型後、仕上げ工事にかかる前
　　認できる場合は省略することが可能
　　ただし、Ｂの検査でかぶり厚さの確保が確
Ｃ：型枠建て込み開始後、コンクリート打設前、

Ａ：目荒し及びあと施工アンカー完了後、

　　　　　　　　　　　　　　材質　ＳＤ２９５Ａ．Ｂ

（５）打増し部補強筋　　　　径　補強詳細図による

　　　　　　　　　　　　　　材質　ＳＤ２９５Ａ．Ｂ

鋼板内蔵コンクリート構造による補強工法　特記仕様書　その１　(2017,09,13 更新版) ３．施　工

３．１　既存部下地処理工事

（１）補強部材が取付く部分の既存躯体表面は構造体コンクリートを露出させ、適切な目荒しなどの処理を行う。

（２）目荒し深さと範囲

　ａ）チッパーの場合

　ｂ）ビシャン、水圧（ウォータージェット）の場合

　　目荒しを行う。（水圧による目荒しを実施する場合には、試験にて水圧を調整すること。）

　　程度の目荒しを行う。

　　目荒し深さは既存躯体面から５～１０mm程度の凹みとし、目荒し面積は接合面の全面に渡り面積比で３０～５０％

　　目荒し深さは既存躯体面から５mm程度の凹みとし、目荒し面積は接合面の全面に渡り面積比で９５～１００％の

３．２　アンカー工事

（１）あと施工アンカーの施工は、アンカーについての十分な知識を持ち訓練された技能を持った者が実施する。

１５ １８ ２１

(　階) (　階)(　階)(　階) 　４６ 　４６ 　４６

(　階)(　階) (　階)　６４ 　６７ 　６７

(　階) (　階) (　階)(　階)　９０ 　９０

Ｄ１６

Ｄ１９

Ｄ２２ 　８６

アンカー径

既存コンクリート強度（Ｎ／ｍｍ ）2柱の引張試験荷重

（単位：ｋＮ）

１５ １８ ２１

　４６ 　４６ 　４６

　６４ 　６７ 　６７

　９０ 　９０

Ｄ１６

Ｄ１９

Ｄ２２ 　８６

アンカー径

既存コンクリート強度（Ｎ／ｍｍ ）2

（単位：ｋＮ）

梁の引張試験荷重

(　層)

(　層)

(　層)

(　層)

(　層)

(　層)

(　層)

(　層)

(　層)

(　層)

(　層)

　ａ）打音検査は、アンカーの全数について行う。

　ｃ）有効埋込み深さが１０ｄa以外のアンカー及び引張力を期待するアンカーについては、別途詳細図にて引張荷重を示す。

　ｂ）引張試験は、１ロットに対して本数の０．５％以上かつ３本以上とし、ロットから無作為に抜き取る。１ロットは棟

　　　ごと、アンカー径ごと、既存コンクリート強度の異なる層ごとに、当該作業員が１日に施工したものとする。

　　　引張試験荷重は下記程度とする。（引張荷重は接着系アンカー1本当りの引張耐力の２/３程度とする。）

（４）アンカーの埋め込み深さを確認するため、穿孔時に深さを実測し確認する。確認数量は工事監理者の指示による。

（５）アンカーの検査は以下により行う。

　ｄ）穿孔に失敗した孔の処理は原則として、工事監理者の指示によりコンクリートと

　　　同等の性状が得られる材料（モルタル，樹脂）を充填することとする。

　　　あと施工アンカーの施工に際しては、ＪＣＡＡ「(社)日本建築あと施工アンカー協会」の資格取得者（主任技士，

　　　を現場毎に１名以上配置する。

　　　技術管理士,第１種施工士のいずれか）、もしくはＡＡＣ「あと施工アンカー工事協同組合」の資格取得者（専）

　　　尚、基礎上部ずれ防止用あと施工アンカーについては引張試験は行わないものとする。

（６）既存部下地処理及びアンカー打設の両作業終了後、既存躯体表面の水洗いを行う。

　　　また、目荒しは、必要最小限となるような方法とし、鉄筋が露出するほど斫りすぎないように注意する。

（４）目荒しは他の部分に影響を与えないよう、目荒しの境界にカッターを入れ、不要な範囲の損傷は避ける。

３．３　鋼板加工・取付け工事

（１）鋼板の表面に付着した油膜などの、付着力を低下させる付着物は除去する。

（３）既存躯体がウォールガーダーもしくは打放しコンクリートに直塗装である場合の目荒し方法は、アンカー貫通の低減

　　　と塗料残存影響の低減を図るため、ビシャン又は、ウォータージェットによる目荒しとする。

（２）既存躯体の鉄筋その他の埋設物を損傷しないよう、事前に鉄筋探査を行い穿孔する。

（３）既存躯体内の埋設物（鉄筋・配線・配管等）に当たった場合は以下の対応を行う。

　ａ）主筋に当たった場合：最外端の主筋の内側へ納まるよう再穿孔する。

　ｂ）せん断補強筋に当たった場合：上下左右いずれかの方向へ再穿孔する。

　ｃ）配線，配管に当たった場合：最外端の主筋の内側へ納まるよう、再穿孔する。

（４）鋼板取付けのナット締付け量はモンキーレンチなどを用い、手締めとする。締付けトルクは指定しない。

（６）建て入れ直しは以下による。

　　　の孔をふかす場合は、工事監理者の承認を得ることとし、ふかしが大きくなる場合は欠損部に相当する添え板を鋼板面

（５）あと施工アンカーと鋼板の孔が合わない場合は、原則としてあと施工アンカーを台直しして収める。やむを得ず、鋼板

　　　に溶接補強する。

　ａ）面内方向

　ｂ）面外方向

　　精度が悪いときは、工事監理者の指示による。

　　建て入れ直しは、レバーブロックなどにより行い、建て入れの精度は鋼板接合部が全数取付けられ、所定のかぶり厚さ

　　が確保できる範囲であれば、支障はない。

　　建て入れ直しは、あと施工アンカーにセットされたナットと座金を用いて行ってもよい。建て入れ直しの精度は、頂部

　　の鋼板から下げ降りを下げるなどして、面外方向の出入りは正規の位置より±３ｍｍ以内とする。ただし、既存躯体の

（２）鋼板の取付けは、鋼板１ピースあたり、４本以上のアンカーにより取付ける。その際、座金・ナットの設置については、

　　　補強詳細図による。なお、詳細図に記載がない場合は、以下の（３）を基準とする。

（３）鋼板ピース端部に配置するあと施工アンカーおよび、２．０ｍ以下の間隔で固定するためのあと施工アンカーは、鋼板

　　　の両側に座金・ナットを用いて固定する。また、柱梁接合部および、ブレース交差部の引張力を負担するあと施工アン

　　　カーは、鋼板の外部側に座金・ナットを取付ける。その他のあと施工アンカーには、座金・ナットを設置しなくてよい。

１２．２

１２．２

　４１

　５８

　７８

　７８

　５８

　４１

(１階)

(Ｆ,２層)

2017,10,11 改訂

１．４コンクリート

１．５あと施工アンカー

（１）種類　　　　　　　接着系あと施工アンカー

（６）その他、コンクリートに関する規定はＪＡＳＳ５に準ずるものとする。

２．部　材　規　定

２．１　あと施工アンカー

（１）鋼板取付き側端部処理

（３）最大粗骨材寸法　　２０ｍｍ又は、２５ｍｍ

（４）使用混和剤　　　　高性能ＡＥ減水剤

（５）スランプ　　　　　２１ｃｍ

　　　　　　　　　　　　　その他（　　　　　　　　　　　）

（１）種類　　　　　　　　普通コンクリート　　流動化コンクリート

　　　　　Ｄ１６･･････Ｍ１６（５／８”）のネジ加工

　　　　　Ｄ１９･･････Ｍ２０（３／４”）のネジ加工

　　　　　Ｄ２２･･････Ｍ２２（７／８”）のネジ加工

（３）へりあき　　　　　　２.５ｄa以上かつ既存躯体の主筋の内側

（４）ふちあき　　　　　　あと施工アンカーの有効埋込み深さの２倍以下

（５）ピッチ　　　　　　　７.５ｄa以上かつあと施工アンカーの有効埋込み深さの２倍以下

（６）ゲージ　　　　　　　通常は５．５ｄa以上、千鳥状配置の場合は４ｄa以上かつあと施工アンカーの有効埋込み深さの２倍以下

（７）配列　　　　　　　　配列は２列以上とし、部材に均等ピッチで配置する

２．２　鋼板

（２）アンカー用孔

　　　　　Ｄ１６･･････Φ３５ｍｍ以下　　　Ｄ１９･･････Φ４０ｍｍ以下　　　Ｄ２２･･････Φ４５ｍｍ以下

（２）設計基準強度　　　（　３０　）Ｎ／ｍｍ2

（２）有効埋め込み深さ　　１０ｄa　　　　　　　　　　　　　　　　　※ｄaは鉄筋の呼び径

（１）入り隅処理　　　　　ｒ＝３０ｍｍ以上のコーナー加工

　　　・前田工繊株式会社　　　　　　　ボルトメイト　[ＴＧシリーズ]

　　　・フィッシャー　　　　　　　　　フィッシャーレジンアンカー　[ＲＭタイプ]

（２）下記メーカーもしくは同等品以上、またはＪＣＡＡ認証品とする

　　　・サンコーテクノ株式会社　　　　サイズミックカプセル　[ＶＥタイプ]

　　　・日本ヒルティ株式会社　　　　　ＨＶＵ-Ｇ/ＥＡ，ＨＶＵ-Ｇ/ＥＡ２，ＨＩＴアンカー[ＲＥ型]

　　　・旭化成ケミカルズ株式会社　　　ＡＲケミカルセッター　[ＡＰシリーズ，ＤＳアンカー]

　　　・日本デコラックス株式会社　　　ケミカルアンカー　[Ｒタイプ，ＲＸタイプ]

　　　・エヌパット株式会社　　　　　　パーフィクス　[レジンカプセル]

２．４　組立筋

（１）本数

本数

４本

６本

８本

３００ピッチ以下

２．５　座金

（２）厚み　　　　　９ｍｍ　　　

（１）形状　　　　　Φ５０以上　　　　　　□４５×４５以上

B

B

B

B

B　　　１２００≦ Ｄ

　　　　９００≦ Ｄ＜１２００

　　　　６００≦ Ｄ＜９００

　　　　　　　　 Ｄ＜６００

　補強部材せい（ Ｄ）ｍｍ

２．３　割裂防止筋

（１）形状など　　　　　形状　　　　楕円　　　　　　長円のループ形状（　閉鎖型　　　スパイラル）

（２）ループ形状の場合の端部処理

（３）下記メーカーもしくは同等品以上とする

　　　　※重ね継手の場合は、重ね長さ１０ｄa以上とし、溶接長さは片面６ｄaとする

　　　　　　　　　　　　　　　　　　重ね継手　　　　フラッシュバット溶接

　　　・ジャパンライフ株式会社　製作品

　　　・株式会社テクノサポート　製作品

　　　・有限会社東洋建材工業所　製作品

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｕ型形状　　　　柱梁接合部（　　Ｉ型形状　　　メッシュ筋　　　両方可）　　　　図面による

（３）鋼板ふちあき　　　　５０ｍｍ以上
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** **
特記仕様書－２役場旧庁舎耐震補強工事 Ａ ０７

（２）Ｕ型割裂防止筋の定着長さはその部材に使用する標準割裂防止筋の長径＋１５０ｍｍ以上とする。

３．４　鉄筋工事

（２）発注は、レディーミクストコンクリートとする。また、工場はＪＩＳ表示許可を受けていなければならない。

（４）養生は以下による。

（１）調合はＪＡＳＳ５による。

（３）コンクリートの打ち込み、締め固めはＪＡＳＳ５による。

３．５　コンクリート工事

　ｃ）上階に日々連続してコンクリートを打設する場合も、前日打設したコンクリートに悪影響を与えないよう、作業の管理

　　　を行う。

　ｂ）湿潤養生期間中の上階へのコンクリート打設は、下階の養生状態に対して影響が少ないため連日にわたり行っても良い。

　　　但し、直下階の養生は打ち切ってはならない。

　ａ）早強ポルトランドセメントおよび普通ポルトランドセメントを使用する場合は、コンクリートの圧縮強度

　　　が１０Ｎ／ｍｍ 以上となることを確認すれば、せき板・支保工の撤去および以降の湿潤養生を打ち切ることができる。2

（５）品質管理の検査項目は、ＪＡＳＳ５に規定されている項目のうち、圧縮強度，スランプ，空気量，コンクリート温度，塩化物量とする。

（２）シーリング材を充填する目地

（１）シーリングを必要とする目地は以下による。

３．７　防水工事

　配筋不要

　補強詳細図による

３．８　打増しの規定

（１）補強部材取付けに伴う打増し部分に適用する配筋は打増し厚により以下に規定する。

　　　　　打増し厚 　　　　　　　　　　　配　　筋　　規　　定

　メッシュ筋（φ６＠１００シングルクロス）

　　　　　０ｍｍ～５０ｍｍ未満

　　　５０ｍｍ以上～１００ｍｍ未満

　　　１００ｍｍ以上

　ｄ）笠木などの防護策を講じた場合の防水上必要と認められる目地

　ｃ）その他、防水上必要と認められる目地および補強体と他材料との接合部

　　　る寸法とする。

　ｂ）目地深さは、シーリング材の接着性、耐久性を十分に確保でき、硬化阻害を起こさない寸法とし、かつ、シーリング材

　ａ）目地幅は、シーリング材がムーブメントに対する追従性を確保できる寸法とし、かつ、シーリング材を十分に充填でき

　ｃ）その他、ＪＡＳＳ８に準ずる。

　　　を十分に充填できる寸法とする。

３．１０　検査

（１）３．１～３．９の各工事について、ピタコラム工法協会の検査員の検査を受けること。ただし、３.７防水工事は除くものとする。

（２）型枠の加工および組立ては以下による。

（１）せき板の材料および種類はＪＡＳＳ５による。

３．６　型枠工事

　ａ）セパレータの取付けは鋼板を利用してもよい。

　ｂ）補強部材には、打ち継ぎ部分には打ち継ぎ目地を設け、また適宜に化粧目地を設ける。

（６）圧縮強度の試験は、コンクリート打設日毎に３台の運搬車からテストピースを採取し、標準養生の７日（４週強度推定用），

　　　２８日（「構造体コンクリート強度推定試験用」，〔「使用するコンクリートの調合強度管理のための試験」を兼ねるものとする〕）

　　　について各３本づつ行う。その他、型枠脱型用、予備など必要に応じて採取するものとし、目的に準じた養生方法で管理する。

　ｃ）補強部材には、目地の設置を考慮し２５㎜程度の打増しは可とする。

３．９　庇・バルコニー・片持ち梁などがある場合の規定

（１）補強部材が連層で設置される場合で、庇やバルコニー・片持ち梁などのはね出し部材がある場合は、補強部材が連続するよう、

　　　連結部分のはね出し部材を斫り取り、鋼板が連続し応力伝達が可能となるような対処を行わねばならない。

（２）庇・バルコニー・片持ち梁等の根元を撤去・復旧する場合は、必ず支保工等で充分に養生すること。

（３）庇・バルコニー・片持ち梁等のはね出し部材を復旧する場合は、原則として既存鉄筋を接合復旧できる長さ（梁面から３００㎜以上）

　　　を残して撤去し、復旧方法の詳細は図面による。

（１）組立筋の継手は、位置は特に規定はしないが、鋼板接合部位置からずらすことが望ましい。組立筋は３本以上が

　　　交差することのないよう配慮する。３本交差する場合は、梁の組立筋を切断することが望ましい。

（３）柱・梁共に打増しがある場合、材軸方向筋は原則として柱筋を通し配筋とし、梁筋の柱への定着は規定しない。

　ａ）既存躯体と補強体の新旧コンクリートの打ち継ぎ面の目地幅（幅２０ｍｍ，深さ１５ｍｍ）

　ｂ）補強体に設けた、化粧目地（幅２０ｍｍ，深さ１５ｍｍ）

４．１　既存躯体不良の処置

（１）既存躯体の不良については、工事監理者と処置方法を協議する。

４．その他

４．２　補強部材の仕上げ

（１）小地震時の微小変形やコンクリートの乾燥収縮によるひび割れの対応として、耐久性の確保の為に、仕上げ材は防水形複層塗材Ｅ

　　　(JISA6909)とする(但し、石・タイル・パネル等の仕上げ材の場合はその限りでない)。

４．３　施工作業に対する配慮事項

（１）掘削範囲

　　　アンカー打設のため、掘削法尻位置は　既設柱面から1000mm以上必要とする。但し、バルコニー等がある場合は足場建地、パイプ

      サポートの設置位置を検討の上、法尻位置を考慮すること。

（２）庇・スラブ開口

　　　庇・スラブを存置させて施工する場合、切欠き等を不可とされる場合を除き、補強体の直上階ではコンクリート打設用及び

　　　鋼板吊り込み用の開口を適宜設ける必要がある。〔 例）数：1ｽﾊﾟﾝ当り3～5箇所　，大きさ：150㎜×(補強厚+150㎜)〕
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東京支店 東京都西東京市芝久保町３丁目１３番４号

０１８（８３３）５５５５電話

電話

印管理建築士
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秋田市中通２丁目２番３２号役締取代 表

一級建築士登録番号

渡

第１９２２０８号

邉 啓 宇

邉 啓 宇

Ａ ０８

GL

1FL

2FL

RFL

GL

1FL

2FL

RFL

▲ ▲ ▲

鋼鈑内蔵RCブレース補強

完全スリット補強 完全スリット補強

鋼鈑内蔵RCブレース補強
鋼鈑内蔵RCブレース補強

鋼鈑内蔵RCブレース補強

完全スリット補強

完全スリット補強 完全スリット補強完全スリット補強

20400

5100 5100 5100 5100

2
0
4
0
0

5
1
0
0

5
1
0
0

5
1
0
0

5
1
0
0

3,400 3,400

9
0
0

3
6
0
0

7
8
0
0

3
3
0
0

5100 5100 5100 5100

20400

9
0
0

3
6
0
0

7
8
0
0

3
3
0
0

5100 5100 5100 5100

20400

補強計画図・1階床伏図　S=1:100

補強計画図・A通り軸組図　S=1:100

補強計画図・E通り軸組図　S=1:100

A

B

C

D

E

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

図面名称工事名称 備 考
設計年月日

図面番号

図製匠意 械機気電造構計 画年 月 日

縮尺 A1
A3

S=
S=

一級建築士事務所 株式会社 草階建築創作所

役場旧庁舎耐震補強工事 補強1階伏せ図・軸組図
1：100
1：200

３０ ８



渡
秋田本社

東京支店 東京都西東京市芝久保町３丁目１３番４号

０１８（８３３）５５５５電話

電話

印管理建築士

０４２（４６２）２１８８

秋田市中通２丁目２番３２号役締取代 表

一級建築士登録番号

渡

第１９２２０８号

邉 啓 宇

邉 啓 宇

図面名称工事名称 備 考
設計年月日

図面番号

図製匠意 械機気電造構計 画年 月 日

縮尺 A1
A3

S=
S=

一級建築士事務所 株式会社 草階建築創作所

** **

1:40
1:80

補強詳細図-1(A通3～4通間)役場旧庁舎耐震補強工事 Ａ ０９

割裂防止筋
Ｄ６＠５０

組立筋
４－Ｄ１３

２－Ｄ１０
乱れ防止筋

割裂防止筋
Ｄ６＠５０

組立筋
４－Ｄ１３

２－Ｄ１０
乱れ防止筋

GL

基礎底

1FL

地中梁天端

Ｇ梁天端

2FL

補強梁天端

補強梁天端

Ｊ１

Ｊ２

Ｊ
３

Ｊ
４

Ｊ
４

Ａ Ａ’

組立筋
４－Ｄ１３ Ｄ６＠５０

割裂防止筋

乱れ防止筋

１－Ｄ１０

Ｃ’ Ｄ’

メッシュ筋

φ６＠１００

メッシュ筋

φ６＠１００

定着　　  20d(380)
有効埋込　10d(190)

２－Ｄ１９
ずれ止め用アンカー

４
－

Ｄ
１

９
あ

と
施

工
ア

ン
カ

ー

Ｂ Ｂ’

組立筋：６－Ｄ１３

割裂防止筋：Ｄ６＠５０

割裂防止筋：Ｄ６＠５０

組立筋：４－Ｄ１３

割裂防止筋：Ｄ６＠５０

組立筋：４－Ｄ１３

は既設部分を示す

Ｂ－Ｂ’断面詳細図　１：４０

は既設部分を示す

Ａ－Ａ’断面詳細図　１：４０
組立筋

割裂防止筋
Ｄ６＠５０

４－Ｄ１３

Ｄ１０＠２００
ＳＴＰ

４－Ｄ１６
材軸方向筋

あと施工アンカー４０－Ｄ１６

あと施工アンカー４０－Ｄ１６

あと施工アンカー４０－Ｄ１６

あ
と

施
工

ア
ン

カ
ー

２
０

－
Ｄ

１
９

あ
と

施
工

ア
ン

カ
ー

２
０

－
Ｄ

１
９

４
－

Ｄ
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９
あ

と
施

工
ア

ン
カ

ー

(引抜抵抗用アンカー１０－Ｄ１６)

ﾊｯﾁ部：下り壁一部撤去後復旧

ﾊｯﾁ部：下り壁一部撤去後復旧

通り芯＝補強柱芯 通り芯＝補強柱芯

Ｃ Ｄ

A通(3～ 4通間)　補強詳細図　１：４０

※ＰＬは、全階１９ｍｍとする。 引抜抵抗用アンカー（２Ｗの範囲内に打設する）

交点アンカー４－Ｄ１９

A

A

4 3

割裂防止筋：Ｄ６＠５０

組立筋：４－Ｄ１３

給排気管貫通用孔設置(φ125以下)

目荒し

ずれ止め用アンカー
２－Ｄ１９
定着　　  20d(380)
有効埋込　10d(190)

メッシュ筋
φ６＠１００

あ
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ア
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組立筋
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ＳＴＰ
Ｄ１０＠２００

組立筋
４－Ｄ１３
割裂防止筋

Ｄ６＠５０

乱れ防止筋
１－Ｄ１０

６－Ｄ１３
組立筋

１－Ｄ１０
乱れ防止筋

材軸方向筋
８－Ｄ１６

ＳＴＰ
Ｄ１０＠２００

Ｄ６＠５０

割裂防止筋

乱れ防止筋

１－Ｄ１０
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４－Ｄ１３

割裂防止筋

Ｄ６＠５０

あ
と

施
工

ア
ン

カ
ー

２
０

－
Ｄ

１
９

ﾊｯﾁ部：下り壁一部撤去後復旧

は既設部分を示す

Ｄ－Ｄ’断面詳細図　１：４０

は既設部分を示す

Ｃ－Ｃ’断面詳細図　１：４０

材軸方向筋
４－Ｄ１６

A A
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電話

印管理建築士
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秋田市中通２丁目２番３２号役締取代 表

一級建築士登録番号

渡
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邉 啓 宇

邉 啓 宇

図面名称工事名称 備 考
設計年月日

図面番号

図製匠意 械機気電造構計 画年 月 日

縮尺 A1
A3

S=
S=

一級建築士事務所 株式会社 草階建築創作所

** **

1:40
1:80

補強詳細図-1(A通3～4通間)役場旧庁舎耐震補強工事 Ａ １０

割裂防止筋
Ｄ６＠５０

組立筋
４－Ｄ１３

２－Ｄ１０
乱れ防止筋

割裂防止筋
Ｄ６＠５０

組立筋
４－Ｄ１３

２－Ｄ１０
乱れ防止筋

GL

基礎底

1FL

地中梁天端

Ｇ梁天端

2FL

補強梁天端

補強梁天端

Ｊ１

Ｊ２

Ｊ
３

Ｊ
４

Ｊ
４

Ａ Ａ’

組立筋
４－Ｄ１３ Ｄ６＠５０

割裂防止筋

乱れ防止筋

１－Ｄ１０

Ｃ’ Ｄ’

メッシュ筋

φ６＠１００

メッシュ筋

φ６＠１００

定着　　  20d(380)
有効埋込　10d(190)

２－Ｄ１９
ずれ止め用アンカー

４
－

Ｄ
１

９
あ

と
施

工
ア

ン
カ

ー

Ｂ Ｂ’

組立筋：６－Ｄ１３

割裂防止筋：Ｄ６＠５０

割裂防止筋：Ｄ６＠５０

組立筋：４－Ｄ１３

割裂防止筋：Ｄ６＠５０

組立筋：４－Ｄ１３

割裂防止筋：Ｄ６＠５０

組立筋：４－Ｄ１３

は既設部分を示す

Ｂ－Ｂ’断面詳細図　１：４０

は既設部分を示す

Ａ－Ａ’断面詳細図　１：４０
組立筋

割裂防止筋
Ｄ６＠５０

４－Ｄ１３

Ｄ１０＠２００
ＳＴＰ

４－Ｄ１６
材軸方向筋

目荒し

ずれ止め用アンカー
２－Ｄ１９
定着　　  20d(380)
有効埋込　10d(190)

メッシュ筋
φ６＠１００
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Ｄ１０＠２００

組立筋
４－Ｄ１３
割裂防止筋

Ｄ６＠５０

乱れ防止筋
１－Ｄ１０

６－Ｄ１３
組立筋

１－Ｄ１０
乱れ防止筋

材軸方向筋
８－Ｄ１６

ＳＴＰ
Ｄ１０＠２００

Ｄ６＠５０

割裂防止筋

乱れ防止筋

１－Ｄ１０

組立筋

４－Ｄ１３

割裂防止筋

Ｄ６＠５０

あと施工アンカー４０－Ｄ１６

あと施工アンカー４０－Ｄ１６

あと施工アンカー４０－Ｄ１６

あ
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ー

２
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(引抜抵抗用アンカー１０－Ｄ１６)

ﾊｯﾁ部：下り壁一部撤去後復旧

ﾊｯﾁ部：下り壁一部撤去後復旧

ﾊｯﾁ部：下り壁一部撤去後復旧

は既設部分を示す

Ｄ－Ｄ’断面詳細図　１：４０

は既設部分を示す

Ｃ－Ｃ’断面詳細図　１：４０

通り芯＝補強柱芯 通り芯＝補強柱芯

Ｃ Ｄ

※ＰＬは、全階１９ｍｍとする。 引抜抵抗用アンカー（２Ｗの範囲内に打設する）

交点アンカー４－Ｄ１９

材軸方向筋
４－Ｄ１６

E通(3～ 4通間)　補強詳細図　１：４０
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電話

印管理建築士
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設計年月日

図面番号

図製匠意 械機気電造構計 画年 月 日
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一級建築士事務所 株式会社 草階建築創作所

** **

1:40，1:60
1:20，1:30

部材リスト役場旧庁舎耐震補強工事

Ｕ
－

Ｄ
６

＠
５

０

Ｕ－Ｄ６＠５０

４００≦ａ

柱脚端部

Ｕ－Ｄ６＠５０

Ｕ－Ｄ６＠５０

部

Ｕ
－

Ｄ
６

＠
５

０

Ｕ－Ｄ６＠５０

Ｕ
－
Ｄ
６
＠
５
０

部

両側
外部側のみ 両側両側

外部側のみ

両側

両側両側

両側
外部側のみ

(外部側のみ)

座金 45×45以上
（外部側のみ）

アンカー貫通孔
φ40mm以下

ナットM20
（外部側のみ）

B

B’

ブレース交差部引張抵抗用アンカー

両側

両側

外部側のみ

両側

Ａ

Ａ’

両側

ナットM20
（両側）

座金 45×45以上

（両側）

座金 45×45以上
（両側）

アンカー貫通孔

ナットM20
（両側）

座金 45×45以上
（外部側のみ）

ナットM20
（外部側のみ）

座金 45×45以上
（外部側のみ）

ナットM20
（外部側のみ）

①鋼板外部側のみ配置
・ブレース交差部引張抵抗用アンカー(補強詳細図参照)
・柱梁交差部のアンカー(鋼板端部となる部分は両側配置)

②鋼板両側配置
・鋼鈑１ピースの端部のアンカー。鋼鈑１ピースの長さが縦(横)2.0mを超える場合には
　2.0m以内に設置する。

Ａ－Ａ’断面

Ｂ－Ｂ’断面

φ40mm以下

2
0
0

150

15
0

1
5
0

150

15
0

150

1
5
0

3da以上

3da以上

１．座金・ナット取付箇所は以下とする。

２．座金・ナットが取り付かないアンカーの鋼板外面からの突出長さは3da以上とする。
　　ただし、突出長さを3da以上確保できない場合には、鋼板外部側に座金・ナットを設置する。

ナット・座金配置標準図

割裂防止筋配筋要領　１：３０

Ａ １１

補強柱リスト　１：２０補強ブレースリスト　１：２０

補強梁リスト　１：２０

継手リスト　１：２０

5
0

5
0

※地中部には目地を設けない。
※土に接する部分は、最小かぶり厚さ４０ｍｍを確保すること。

１階

乱れ防止筋
２－Ｄ１０

アンカーＤ１９

組立て筋４－Ｄ１３

割裂防止筋Ｄ６

鋼板ＰＬ１９

１階

組立て筋４－Ｄ１３

乱れ防止筋１－Ｄ１０

鋼板ＰＬ１９

割裂防止筋Ｄ６

Ｆ層 ２層

乱れ防止筋１－Ｄ１０

組立て筋６－Ｄ１３

割裂防止筋Ｄ６

鋼板ＰＬ１９

鋼板ＰＬ１９

割裂防止筋Ｄ６

砕石・コンクリート

Ｊ２Ｊ１

２ＰＬ－１２，ＨＴＢ２４－Ｍ２２ ２ＰＬ－１２，ＨＴＢ１８－Ｍ２２

Ｊ３ Ｊ４

２ＰＬ－１２，ＨＴＢ１２－Ｍ２２ ２ＰＬ－１２，ＨＴＢ１６－Ｍ２２

６．使用アンカー　　：ＳＤ３４５（Ｄ１９・有効埋込み深さ１０ｄａ）

５．使用鉄筋　　　　：ＳＤ２９５Ａ、Ｂ（Ｄ６，Ｄ１０，Ｄ１３，Ｄ１６）

１．使用コンクリート：Ｆｃ＝３０Ｎ／ｍｍ

３．使用混和剤　　　：高性能ＡＥ減水剤

４．スランプ　　　　：２１ｃｍ

２．最大粗骨材寸法　：２０ｍｍ又は、２５ｍｍ

△アンカー孔心

▽

SPL端部

SPLからのへりあき寸法(80)は上記を標準とするが、既存柱・梁の鉄筋位置により

アンカー打設規定範囲内に限り、適宜移動してよい。

鋼板端部からアンカー心までの標準寸法を示す。

鋼板ふちあき寸法は、特記仕様書に記載する下限値以上とする。

*1

*2

材軸方向

アンカー標準配置

穿孔深さ１１ｄ＝２０９

有効長さ１０ｄ＝１９０

アンカーＤ１６

Ｄ１９ねじ切

あと施工アンカー

７．使用鋼材　　　　：ＳＮ４００Ｂ（スプライスを含む）

９．目荒らし　　　　：目荒らしは、十分行うものとし、範囲、程度に関しては

８．使用高力ボルト　：Ｓ１０Ｔ（Ｍ２２）

１０．施工上留意点　：補強部材は薄厚であり、配筋が細かく、高力ボルト接合部もあるため

　　　　　　　　　　　ては、慎重に行ない、細心の注意が必要である。このため、細径の軽

　　　　　　　　　　　便バイブレータや型枠バイブレータの使用を推奨する。

　　　　　　　　　　　特記仕様書による。

　　　　　　　　　　　コンクリートの充填性が非常に危惧される。コンクリート打設におい

　　　　　　　　　　：ＳＤ３４５（Ｄ１６・有効埋込み深さ１０ｄａ）

Ｄ６－＠５０ Ｄ６－＠５０

Ｉ型割裂防止筋の形状 Ｕ型割裂防止筋の形状

Ｄ６－＠５０

割裂防止筋の形状と溶接

６ｄａ以上（３６）

　６ｄａ以上の片面溶接を確保する。
※割裂防止筋は、重ね長さを１０ｄａ以上確保し、 給排気管貫通用孔補強要領　１：３０

給排気管φ100

(貫通用孔φ125)

補強PL-12(両面)

全周隅肉溶接

組立て筋４－Ｄ１３

乱れ防止筋１－Ｄ１０

アンカーＤ１６
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鋼
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寸
法

（Ｂ）４ｄａ以上かつ有効埋込み深さの２倍以下

（Ａ）５．５ｄａ以上かつ有効埋込み深さの２倍以下

７．５ｄａ以上かつ有効埋込み深さの２倍以下
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既設躯体

あと施工アンカー埋込み長さ

ｄ
＝

１
９

Φ
２

５
穴

柱･ﾊﾟﾈﾙｿﾞｰﾝ

あと施工アンカー埋込み長さ

既設躯体

ｄ
＝

１
６

有効長さ１０ｄ＝１６０

穿孔深さ１１ｄ＝１７６

地中梁・２Ｇ梁

あと施工アンカー

Ｄ１６ねじ切

175以上

30

15mmを目安(適宜調整可)

135度フック6da＋135度フック6da

6da

打増し配筋のフック形状
打増し配筋：Ｄ１０（折り曲げ半径１．５Ｄ）

180度フック4da＋180度フック4da
打増し配筋：Ｄ１０（折り曲げ半径１．５Ｄ）

打増し配筋のフック形状

175未満

30
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図面名称工事名称 備 考
設計年月日

図面番号

図製匠意 械機気電造構計 画年 月 日

縮尺 A1
A3

S=
S=

一級建築士事務所 株式会社 草階建築創作所

** **
撤去復旧要領図

1:20，1:50
1:40，1:100

役場旧庁舎耐震補強工事

：既設撤去後復旧

3 4

E

6,150

525 525

6
7
5

既設撤去範囲図　１：５０ 撤去方法については下部　撤去復旧要領図参照

Ａ １２

(ﾀﾃﾖｺ共 )新設鉄筋
Ｄ１０＠２５０

補強梁天端

2FL

Ｇ梁天端

撤去後復旧 新設受け筋
Ｄ１３

(ﾀﾃﾖｺ共 )
Ｄ１０＠２００
新設鉄筋

既設鉄筋(ﾀﾃﾖｺ共 )
φ９＠２５０

既設鉄筋
φ１３

E

壁芯

通り芯

ﾊｯﾁ部 :既設下り壁

撤去後復旧
ﾊｯﾁ部:既設下り壁

Ａ

Ａ－Ａ’断面

φ１３
既設鉄筋

Ｂ

Ｂ’

片面フレア溶接

既設鉄筋に溶接

１０ｄ以上

Ａ’

撤去後復旧

既設鉄筋
φ１３

既設鉄筋
φ１３

既設ｽﾗﾌﾞ(配力筋)
上端:φ９＠３００
下端:φ９＠６００

既設ｽﾗﾌﾞ(主筋)
上端:φ１３＠２００
下端:　φ９＠２００

Ｄ１３

(ﾀﾃﾖｺ共 )新設鉄筋

既設鉄筋(ﾀﾃﾖｺ共 )
φ９＠２５０

片面フレア溶接

既設鉄筋に溶接

１０ｄ以上

ﾊｯﾁ部:既設下り壁

E

Ｂ－Ｂ’断面

壁芯

片面フレア溶接

既設鉄筋に溶接

１０ｄ以上

Ｄ１０＠２５０

※補強部材と同時打設により復旧

※復旧配筋は、既設配筋と同等以上とする。

※スラブ筋のフレアー溶接は片面にて、ビート幅９ｍｍ以上、溶接長さ１２ｄ（有効１０ｄ）を確保すること。

※貫通孔の位置及び径は、現場で適宜調整すること。

※先端部の支保工養生は一部撤去前より確実に行うこと

4

通り芯

新設受け筋

Ｅ(A)通　既設下り壁　　　　撤去復旧要領　　　１：２０

間隙部はコンクリート

打増しとして良い
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8.防振架台

　　(7) 　　　　　　　　   　　　　　 有り　　　　　・無し

　　計画通知、工事完了届けの提出を行う。

※有り（方式は別添図示）　　　　　・無し 　　　　　（9-2.2.2.4）

３　地震感知器　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （9-2.2.6.3)

２　耐震施工　　　　　 　　　　　　 　　　　　　（9-2.2.6.1～2.2.6.2）

４　管制運転等　　　　　　　 　　　　　　　　   　　　　   （9-2.2.7)

２　　　　　　普及型ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

　　　　１　一般ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

１　かご出入り口検出装置　　　　

　　(1) 地震時管制運転　　　　　　　※有り　　　　　・無し
  　(2) 火災時管制運転　　　　　　　※有り　　　　　・無し
　　(3) 自家発時管制運転　　  　　　・有り　　　    ・無し
　　(4) 停電時救出運転　　　　　    ※有り　　　　　・無し
　　(5) 浸水時管制運転　　　　　    ・有り　　　　　・無し

(　　機械室有り　　　※　機械室無し)

　　(6) ピット冠水時管制運転　 　   　有り　　　　　・無し

　　(8) その他　　　　（　　　　　　　　　　　　　）

３

４

５

　　　　　　非常用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

　　　　　　小荷物専用昇降機

　　　　　　ｴｽｶﾚｰﾀｰ設備

(　　機械室有り　　　※　機械室無し)

この項は、１項の機種　１ ～ ３ について適用する。

基づいて作成すること。

※ 付属品、予備品、保守工具等は引継目録を添えて提出する。
※ ｶｷﾞ、弁等に取り付ける表示札は樹脂製(市販品)とする。

(4) 保全に関する資料

　電子納品対象工事　・電子納品対象外工事

６
　
換
　
気
　
設
　
備

1.ｼｽﾃﾑ構成

　の指示による。
1.一般事項 　陶器及び付属品の仕様は器具表による。また、衛生陶器色は監督員

3.凍結防止対策 　別紙仕様による。                                  

　原則として床上1,300mm （中心）とする。
　室内設置のｻｰﾓｽﾀｯﾄ、ﾋｭｰﾐﾃﾞｨｽﾀｯﾄはｹｰｽ付きとし、標準取付け高さは

　　　取り付け
2.機器類の

９
　
衛
　
生
　
器
　
具
　
設
　
備

Ⅰ　工　事　概　要

冷 房 設 備

換 気 設 備

排 煙 設 備

自動制御設備

備   考空気調和･暖房･冷房設備 給排水衛生設備

衛生器具設備

給 水 設 備

ガ ス 設 備

備   考 そ の 他 設 備 備   考

昇 降 機 設 備

厨房機器設備

浄 化 槽 設 備

Ⅲ　設　備　概　要 （ 　印を適用する）

給 湯 設 備

消 火 設 備

排水通気設備

１．工 事 名

２．工事場所

３．敷地面積

延べ床面積

建 築 面 積

階 　 数

構 　 造

棟 名 称

・垂直積雪量（ｍ）

・地表面粗度区分

・風速（Ｖｏ）

６．　　　　　　消防法施行令別表第１の区分

Ⅱ　工　事　種　目

医療ガス設備

（ 　印適用）

建物ごとに下記の種目に区分する（　　印適用）

方　　　式 設　　　　備　　　　概　　　　要

方　　式

　 蒸気暖房　　 床暖房

空気調和方式等 放 熱 器 　空気調和機　　ＦＣＵ　　パッケージ　　ＣＶ

熱　　源 　ボイラー　　温水発生機　　冷凍機　　冷温水発生機

　ＧＨＰ　　ＫＨＰ　　ＥＨＰ　　ＦＦ式　　氷蓄熱

主 熱 源 （　　　　）ｋＷ　×（　　）台

熱 源 燃 料 等

オイルタンク

給　水　方　式

　灯油　　Ａ重油(１号)　　都市ガス　  　（　　　　 ）

　地下式　　　地上式　　　　　容量（　　　）ｍ 3

　 水道直結方式　　　 高置タンク方式　　　 圧力タンク方式

　 タンクレスブースター方式

汚水等処理方式

給　湯　方　式 　 局所式　　　　 中央式

消 火 設 備 方 式 　１号　 　易操作性１号 　　２号　〔　湿式　　乾式〕

　ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ

　特殊消火

　そ の 他

ガ ス 設 備 方 式 　都市ガス　種別（　　　　）  供給会社（             ）

　 湿式　　　　　乾式

　 連結送水管  　屋外消火栓

　屋内消火栓

　 不活性ガス　　泡消火　　粉末消火　　その他（　　）

　 下水道　　　　 浄化槽（　　　人槽）　　 　（　　　　　　　）

　液化石油ガス

Ⅳ　機　械　設　備　工　事　仕　様

標準仕様書に記載されていない事項は、公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）平成

２ 特記仕様書の摘要等

　(3)特記事項に記載の（　）内表示番号は標準仕様書、＜＞内表示番号は改修標準仕様書の
当該項目、当該図面又は当該表を示す。

項　　　　目章 特　　　記　　　事　　　項

一

般

共

通

事

項

１

m2

m2

1.適用基準等

3.標識板及び
　　　　　消火器

液化石油ｶﾞｽの貯蔵量が300kg以上の場合

　　　※　本工事　　　　　別途
1　　　標識板(ｱﾙﾐまたはｽﾃﾝﾚｽ製)

1.一般事項 　ｶﾞｽ供給事業者の諸規定または液化石油ｶﾞｽに関する法律等により

　　　　　　　　※（ａ）　　　（ｂ）

※

2.液化石油ｶﾞｽ 1   ガスボンベ　　※ 借用　　 買取り

　　　（ａ）　　　　（ｂ)　　　　（Ｃ)(イ）　　　（Ｃ）(ロ）

　　　　　　　　　　　　　　(　10kg 　20kg 　50kg    本)

ガ
　
ス
　
設
　
備

14

10

給
水
設
備

1.給　水　源 　　 上水道    　 井　水      　その他（　　　　）

2.水道加入金 　　 本工事    ※ 別  途

(1)  緊急用水栓　　　　要　　　  　不要※

※(2)  緊急遮断弁　　　　要　　　　　不要

(3)  水槽廻りのﾌﾗﾝｼﾞ用ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄは全てｽﾃﾝﾚｽ製とする。

3.受水槽、
　　　　高置水槽

4.その他 　上水道直結部分の施工は水道事業者の給水規定による。

11

給
湯
設
備

1.ｶﾞｽ給湯器等 　ｶﾞｽ供給者の承認する製品とし、液化石油ｶﾞｽ器具に該当するもの
　は法令等に基づく技術上の基準によるものとする。

　ｽﾃﾝﾚｽ鋼板製とし､いんぺい部は断熱材(ﾛｯｸｳｰﾙ50mm+きっ甲金網）、
　露出部は、（ﾛｯｸｳｰﾙ50mm+着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ）で覆い、直接屋外へ排気
　する。

2.湯沸器の排気筒

12
消
火
設
備

1.消火ﾎﾟﾝﾌﾟ用
　　　　制御盤 　取付けｽﾍﾟｰｽを設ける。

2.消　火　器 　　　本工事　　　　※　別　途

　消火ﾎﾟﾝﾌﾟ用制御盤は製造者標準仕様とするが、盤内には起動ﾘﾚｰ

1.ﾎﾟﾝﾌﾟ 1   ﾎﾟﾝﾌﾟ廻りのﾌﾗﾝｼﾞ用ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄはｽﾃﾝﾚｽ製とする。

2   水中ﾎﾟﾝﾌﾟは着脱装置

3   水中ﾎﾟﾝﾌﾟの銘板はﾎﾟﾝﾌﾟ本体の他、最寄りの壁に設ける。

排
　
　
水
　
　
設
　
　
備
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2.桝の規格 　PP桝、小口径桝を使用する場合はVPｿｹｯﾄを使用する。

記      号 内法寸法(mm) 埋設深さ(mm) 防臭蓋

Ａ（市販品）
Ｂ（現場打）

450×450
Ａ（市販品）

600×600
Ａ（市販品）
Ｂ（現場打）

Ｂ（現場打）

ＳＣ－１
ＲＣ－１

ＳＣ－２
ＲＣ－２

ＳＣ－３
ＲＣ－３

ＳＣ－４

ＲＣ－４ Ａ（公設桝）

ＭＨＡ350
ＭＨＢ350

ＭＨＡ450
ＭＨＢ450

ＭＨＡ600
ＭＨＢ600

ＭＨＡ600

ＭＨＢ600

ＭＨＤ600

（公設蓋）

　レジコン

　鋳鉄　　

　鋳鉄　　

　レジコン

　鋳鉄　　

　塩ビ　　

　塩ビ　　

450 以下

600 以下

1,200 以下

φ900

1,201 以上

400 以下φ300ＰＰ－１

ＰＰ－２ φ400 700 以下

701 以上ＰＰ－３ φ450

ＰＶＣ－150 φ150

ＰＶＣ－200 φ200

　汚水桝、雑排水桝の規格は下表による。

　　　4.防臭蓋（公設蓋を除く）は文字入りとする。
　　　3.埋設深さは管底深さを表す。
　　　2.現場打ち桝の詳細は標準図による。
　　　　PVCは塩化ﾋﾞﾆﾙ製桝を表す。
　注）1.ＳＣは汚水桝、ＲＣは雑排水桝を、ＰＰはﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製桝を、

(5-1.8.1～1.8.8)

　湯沸室、台所、厨房内は泡沫水栓とする。

　2   吊りﾎﾞﾙﾄは亜鉛ﾒｯｷ製とし、露出部のﾎﾞﾙﾄの端部にはｽﾃﾝﾚｽ製の

　1   ｽﾃﾝﾚｽ製 Ⅱ形とし、本体およびﾌｰﾄﾞ囲いは、ｽﾃﾝﾚｽ製(厚1.0mm)
　　　排気ﾌｰﾄﾞ 　　　とする。

1.準 拠 事 項 　前章（空気調和・暖房・冷房設備）の16.、17.に準ずる。

2.厨房用

      袋ﾅｯﾄを取付ける。

3.厨房用 　1   ※ 亜鉛鉄板　　　　 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板（SUS304）

　2   ※ ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法　　　　ｺｰﾅｰﾎﾞﾙﾄ工法

4.耐薬品ﾀﾞｸﾄ
　　　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

1.排煙口の形式 　　　可動羽根（ｽﾘｯﾄ共）　　　　　可動ﾊﾟﾈﾙ

2.排煙口解放装置 　　　ﾜｲﾔｰ式　　　　　電気式

　板厚は高圧ﾀﾞｸﾄによる。3.排煙ﾀﾞｸﾄ

７
排
煙
設
備

８
自
動
制
御
設
備

　　　　　ｶﾊﾞｰ
23.冬期養生用

　止ｶﾊﾞｰを取付ける。　　　　　ﾋｰﾀｰ
24.凍結防止

25.FF式暖房機給
排気筒の保護

保護ｶﾞｰﾄﾞの取り付け箇所は図示による。

  う冬期養生用ｶﾊﾞｰ(ﾒｰｶｰ標準品)を付属品として備える。
　として備える。なお、ｴｱｺﾝ屋外機(冷房専用)には屋外機全体を覆
　ﾌｧﾝ部分を覆う冬期養生用ｶﾊﾞｰ(合成帆布6号相当品)を付属品

　形 式:　※ 固定形　　　 着脱可能形　（※全数　　図示による）

　電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ、遠赤外線ﾋｰﾀｰのｻｰﾓｽﾀｯﾄ温度調節部には、いたずら防

　3　冷温水発生機や温水発生機の冷却水及び冷水･温水の出入口
　2　冷温水ﾍｯﾀﾞｰ(送り)及び冷温水ﾍｯﾀﾞｰの各還り管
　1　空気調和機廻りの給気ﾀﾞｸﾄ、還気ﾀﾞｸﾄ及び外気ﾀﾞｸﾄ
　　(配管はＬ形、ﾀﾞｸﾄには丸形とする。)

込口ﾎﾞｯｸｽ

19.吹出口及び吸
※　亜鉛鉄板製 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ製 (3-1.14.6)

18.温　度　計 　標準仕様書、標準図による他、下記の箇所に取り付ける。

17.矩形ﾀﾞｸﾄの
　　　　　　工法

　※　ｺｰﾅｰﾎﾞﾙﾄ工法（共板ﾌﾗﾝｼﾞ又はｽﾗｲﾄﾞｵﾝﾌﾗﾝｼﾞ）
　　　ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法

15.定風量　　　　ﾕﾆｯﾄ                                                  (3-1.15.13)　　　ﾒｶﾆｶﾙﾀｲﾌﾟ　　　　　風量ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ

16.ﾀﾞｸﾄの区分 　低圧とする。（高圧１，２の部位は図示による。）

　　　　　　ﾀﾝｸ室（　　本工事　　　建築工事）　

　　　　 ※　鋼製強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製二重殻ﾀﾝｸ

　　　　［ 地下ﾀﾝｸ施工時の土留め ］

　　　　小型ﾀﾝｸ（防油堤共）

　　　　屋内ｵｲﾙﾀﾝｸ

　　　　　　　　　 　 ２０型 １本  (       〃        )

                   　 １０型 １本  (       〃        )

　　(1)   消火器   　 ２０型 ２本　( ｽﾃﾝﾚｽ製格納箱共 )

　　(2)   標識板    　ｽﾃﾝﾚｽ製      　ｱﾙﾐ製

2 　消火器および標識板

　　錆止め塗装後、ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装仕上とする。
3 　ﾌﾟﾛﾃｸﾀ内塗装

　法により指定された消火器及び標識板を槽最寄りの位置へ設置する。

　　　　地下ｵｲﾙﾀﾝｸ
1   ｵｲﾙﾀﾝｸ種別は次による。14.ｵｲﾙﾀﾝｸ

　　　　　　　 　 要［　　　型　     ｍ］　　 　 不要

1.仮設工事

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｸﾞﾗｽｳｰﾙﾛｯｸｳｰﾙ

給　水　管

消　火　管

給　湯　管

排水管・雨水管

※

※

※

貯湯タンク ※

※

注(1)  屋内、屋外に露出する消火管、排水管、雨水管は、
  　　 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑとする。
  (2)  電熱保温帯巻き付け箇所はﾛｯｸｳｰﾙとする。

4.FF式給排気筒の保温 　FF式機器の給排気筒の保温はﾛｯｸｳｰﾙ 厚 25mmとする。

　※　保温化粧ｹｰｽ(樹脂製)　　　その他（　　　　）(2-3.1.4)

　ﾀﾞｸﾄ（排気ﾌｰﾄﾞを含む）で見え掛り範囲は調合ﾍﾟｲﾝﾄ（つやけし）

  (3)  井水管は冷水管の仕様で保温する。

6.ﾀﾞｸﾄ塗装

5.冷媒管の外装

　　　工事の保温
3.給排水衛生設備

　　　　ﾀﾞｸﾄ、排気用ﾀﾞｸﾄの全てを保温する。

　  (2)地下ﾋﾟｯﾄ換気用排気ﾀﾞｸﾄは、ﾋﾟｯﾄ内を除く部分全てを保温する。
　　　は保温する。保温材はｸﾞﾗｽｳｰﾙ24kg(厚 25㎜ｱﾙﾐｸﾗﾌﾄ)とする。
　注(1)外気取り入れﾀﾞｸﾄの全てと、排気用ﾀﾞｸﾄの外壁から1mのｿﾞｰﾝ

保

温

・

塗

装

及

び

防

錆

工

事

３

４
　
　
関
　
　
　
連
　
　
　
工
　
　
　
事
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項

事

通

共

般

１

一

露防止対策を実施し、健康障害の予防対策の一層の推進を図ること。

　　※　適用する　　　　　　適用しない

同施行令及び石綿障害予防規則に従い、建築物等の解体等の作業における石綿ばく
特定石綿等(ｱｽﾍﾞｽﾄ)の存在が想定される建築物の改修にあっては労働安全衛生法、

排水管冷
媒
管

空
調
機

熱
源
機
械
室

呼称 規格番号 管種

鋼管 JIS G 3452

耐熱性ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼
管

JIS G 3452
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 JWWA K 116

〃
WSP 011
JWWA K 140

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

白
黒
SGP-VB
SGP-VD

SGP-HVA
SGP-H-FVA
SGP-H-FCA

WSP 054

3.同一で管材の規格が異なる場合は図示による。

及びASは塩化ﾋﾞﾆﾙ管・継手協会規格を表す。
1.JISは日本工業規格、JWWAは日本水道協会規格、WSPは日本水道鋼管協会規格
注）
管材は下表による。

2. PP継手は青銅製とする。

２

配

管

工

事

SGP-FVB

1.配管材料 ５
　
空
気
調
和
　
・
　
暖
房
　
・
　
冷
房
設
備

　  (3)熱交換型の換気扇ﾀﾞｸﾄは、外気取入用ﾀﾞｸﾄ、室内給気用

　施工する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(6-1.1.1)

その他詳細（厚さ等）使用部位室　　名

・非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板の使用状況

秋田県庁は自らが行う事務事業活動が環境に及ぼす影響を継続的に改善していくため、次の

　環境に関する法令、条例、協定、その他の合意事項を遵守し、環境汚染の防止
　に努めます。

(4)環境関連法規等の遵守

(3)秋田県庁環境保全率先実行計画の推進（省略）

方針に基づき積極的に行動します。

秋田県庁環境方針

事業に反映させるよう努めなければならない。

環境に与える負荷を低減する取り組みを継続的に推進するため
｢あきたエコマネジメントシステム｣を構築し運用している。

秋田県は県の事務事業において、環境にやさしい行動が定着することを目指し、

機器撤去後の天井、壁、床等の補修は既存仕上げと同等とする。

    既存施設等の復旧

　※　　適用する　　　　　　　　適用しない

施工に際し、既存設備、施設に損傷を及ぼした場合は現状に復旧する。

その他（　　　　　　　　　　　　　　）
水質検査)

 　 二次側電気配線絶縁抵抗の測定　　 接地抵抗の測定
 　 室内気流及びじんあいの測定 　 　 騒音の測定

飲料水の水質測定(水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第10条による

(1)特定家庭用機器廃棄物管理票(家電ﾘｻｲｸﾙ券）の写し

回収
冷媒の回収等の費用　　　　　　本工事　　　　　　別途
１冷媒の回収にあたっては、「特定製品に係るﾌﾛﾝ類の回収及び破壊の実施の

提出する。
(1)第一種ﾌﾛﾝ類回収業者登録通知書の写し
(2)ﾌﾛﾝ類回収証明書

の対象となっているものは、同法に従ってﾘｻｲｸﾙ(ﾌﾛﾝ類の回収を含む）を行い
監督員に次の書類を提出する。

の負担とする。また、既存施設の利用は下記とする。
　費用は請負者の負担とする。また、既存施設の利用は下記とする。
1   工事用電力　　利用できる（※有償　　無償）　　利用できない
2   工事用水    　利用できる（※有償　　無償）　　利用できない

　　　水、その他

〔　適用職種　（１級の職種作業）　〕
　※　適用する　　　　　適用しない                   <1-1.6.2>

２．ただし、家庭用のｴｱｺﾝ等で、「特定家庭用機器再商品化法(家電ﾘｻｲｸﾙ法)」

使用する※　使用しない
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

承諾を受けるものとする。

機器及び材料の選定選定

する建築材料等

また、備考欄等に参考型番が記載された機材は、当該商品または同等品を使用

なお、(5)の材料を使用する場合、ア～エの証明となる資料を監督員に提出して

ウ　 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

物については、秋田県産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること。

指定する処分場所

<1-1.3.9>
・本工事で発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入する建設廃棄

に再生資材利用計画書及び再生資源利用促進計画書を、また、工事完成時に同
・ 本工事では、秋田県建設副産物対策に係る取扱要領に基づき、工事着手前
関係通知：平成9年7月1日営-576「廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞの処理について（通知）」

(３）秋田県認定リサイクル製品

(１）JIS及びJASのマーク等の認証機関のマーク表示のある機材
る品質及び性能を有するものとし、以下のいずれかに該当するものとする。
本工事に使用する機器及び材料（以下「機材」という。）は、設計図書に定め

ア　品質及び性能に関する試験データーが整備されていること。
イ　法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

(５）上記以外のもので以下のア～エの事項を満たすもの

※　　 適用する　　　　　適用しない                   <1-1.3.2>

　　 適用する（工事期日より　　 日前）　※ 適用しない <1-1.2.1>

品質等

（対象となる石膏ﾎﾞｰﾄﾞ製品）
次に該当する場合は、指定する場所に処分すること。

該当　　　　　非該当・対象となる石膏ﾎﾞｰﾄﾞ製品

・PCB含有製品の処理
PCB(ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ）含有機器　　　有　　　無
有の場合、電気照明器具等のPCBを含有する機器は、当該部分を取り外し、漏洩

　　昭和48年～平成9年4月に製造されたもの
　小名浜吉野石膏(株)いわき工場

　日東石膏ボード(株)八戸工場
　　平成4年10月～平成9年4月に製造されたもの

※

用途
蒸気管 油管冷

温
水
管

冷
却
水
管

給
気
管

還
り
管

屋
内

屋
外
露
出

埋
設

※ ※
※ ※ ※

ブ
ラ
イ
ン
管

※

　　工事の保温
2.空気調和設備

ロックウール グラスウール

温　水　管

蒸　気　管

※

※

タ　ン　ク

ヘ　ッ　ダ　－

煙　　　道

ダ　ク　ト

※

※

※

※

３ 承諾を受ける。
1.保温施工

1   配管、機器

2   弁、継手類

3   外装材は次による。

　(3) 煙道はｶﾗｰ亜鉛鉄板 0.35mm とする。
　(2) 屋外露出（多湿箇所）の管、弁類はｽﾃﾝﾚｽ0.2mm
　(1) 機器、ﾀﾝｸ、ﾍｯﾀﾞｰ、ﾀﾞｸﾄはｽﾃﾝﾚｽ0.3mm

　(2) 保温材は接続する配管の仕様とする。

　(1) 消火配管は給水管の仕様による。保

温

・

塗

装

及

び

防

錆

工

事

　(1) 標準仕様書 2-3.1.4の 表2.3.2の注 11項（ハ）は保温する。

20.消 音 内 張

21.風量測定口
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 <3-2.2.7.3>
　※ 要（送風機または空調機の出口側に設置する）  　 不  要

　施工箇所は図示による。                         <3-2.2.7.1>

　※　取り付ける　　　　　　　　取り付けない

  箇所は下記とする。
　　1  冷凍機または冷温水発生機の冷水出口

22.瞬間流量計
　取り付ける瞬間流量計は３２ｍｍﾋﾟﾄｰ管流量計を標準とし、取付

　　2  冷凍機または冷温水発生機のブライン出口
　　3  冷凍機または冷温水発生機の冷却水出口
　　4  ﾎﾞｲﾗｰまたは熱交換機の温水出口
　　5  空気調和機の冷温水入口
　　6  冷温水ﾍｯﾀﾞｰの各送り管

7.給水栓

6.鏡

3　 転倒防止等　標準図 施工 ７２ の下記仕様とする。

1.厨房機器類

　　ものとする。

2.付属制御盤 　　機器付属の制御盤は、製造者標準品とする。

1   図示による（材質等は、標準仕様書による）｡  (5-1.6.1～1.6.8)
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合併処理　告示区分　第（　　　　　）

2　　  計画汚水量　　（　　　）m3／日

1　　　処理対象人員　（      ）人

3    　計画水質  流入（　　　）mg/L　  放流（　　　）mg/L

4    　流入管底  口径（　　　）mm    　GL-（　　　）mm

5    　放流方式　　　　　自然流下　　　　ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送

6      汚泥返送方式　　　※　自動　　　　　　手動

7      接触材逆洗方式    ※　自動　　　　　　手動

8      消泡ﾎﾟﾝﾌﾟ　　　　　　　自動　　　  ※ 手動

　※　ﾕﾆｯﾄ形（FRP製） 　　　　 現場施工形（RC造）

　　　　躯体工事
1　　躯体寸法（壁芯）　　（　　）m×（　　）m×（　　）mH

2    ｽﾗﾌﾞ高さ　　GL+（　 　）mm

3    構内部防水（天井部除く）

　 ﾓﾙﾀﾙ防水（厚20mm）  　　塗膜防水ﾊﾟﾗﾃｯｸｽB-2

　(1)槽の防水は躯体で行うことを主とし、防水ﾓﾙﾀﾙは従属的
　　　手段とする。

4　　躯体の底盤と壁の打ち継ぎ部分には止水板を入れる。

（保護ｽﾗブ は除く）

(鉄筋ＳＤ２９５Ａ)

コンクリート厚さ
１５０ｍｍ以上 ２００ｍｍ以上

　５０ｍｍ以上　５０ｍｍ以上

　基礎、保護ｽﾗﾌﾞおよび支柱は図示がなければ次表による。
　ｽﾗﾌﾞ寸法　　（　　　）m×（　　　）m

均しｺﾝｸﾘｰﾄ １８Ｎ／ｍ㎡（ＳＬ＝１５）

コンクリート打込

帯　筋　　  φ１０　＠５００ｍｍ

主　筋　　　φ１６×４本

ヒューム管  φ２００

コンクリート

支      柱

（ダブル）（シングル）
Ｄ１０－＠２００ Ｄ１３－＠２００配      筋

基礎及び保護スラブ

５１～５００人以下５０人以下

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

１５０ｍｍ以上１００ｍｍ以上基礎砕石

合 併 処 理小規模合併処理種　　別

処理種別および処理対象人員

ス  ラ  ブ ２１Ｎ／ｍ㎡（ＳＬ＝１８）設計基準強度
　注）　ｽﾗﾌﾞは金ｺﾃ仕上げとし、水切り勾配を付ける。

　基礎・保護ｽﾗﾌﾞ

　　　　　　　　　（規格：　　　　　　寸法：　　　　）

　型式認定表示は、本体の確認しやすい場所に設ける。

1  　水中ﾎﾟﾝﾌﾟは自動交互運転とし、着脱式とする。

2  　ﾎﾟﾝﾌﾟ槽満水警報　　　　　　※　要　　　　　不要

　2   防音　※ ｻｲﾚﾝｻｰ  　 防音ｶﾊﾞｰ(　屋外用 　屋内用)

　機械室外の騒音は運転時40ﾎﾝ以下とする。
　1   防震　※ 防震架台　　　　 防振ｺﾞﾑ

1   製造者規格品とする。

2   故障表示は次とする。

3   制御盤の二次側電気工事は本工事とする。

　　ける。
　　主開閉器には漏電遮断器、分岐回路には電動機保護用遮断器を設

　槽内の配管はｽﾃﾝﾚｽ鋼管又は硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管とし、支持金物は全て
　ｽﾃﾝﾚｽ製とする　　　　支持金物

　開口部となるﾏﾝﾎｰﾙ蓋は落下防止形とし、縞鋼板、合成木材及び
　FRP製蓋は鍵付又はSUS製ﾎﾞﾙﾄ止めとする。

　　　要　（ｱｸﾘﾙ板－A-2）　　　　　不要

　30日分を納入する。                             

　　(1)床　　　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち金ｺﾃ仕上げ
　　　　　　　　　　ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ仕上げ

　　(2)天井　　　　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ25tｶﾞﾗｽｸﾛｽ仕上げ
　　　　　　　　　　木毛ｾﾒﾝﾄ板
　　　　　　　　　　その他

　　　　　　　　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し
　　(3)内装    　　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ25tｶﾞﾗｽｸﾛｽ仕上げ

　　　　　　　　　　その他

　　(4)外装　　　　吹付ﾀｲﾙ
　　　　　　　　　　ｱｸﾘﾙｼﾘﾝ

　　　　　　　　　　その他

　　(5)屋根　　　　ｼｰﾄ防水
　　　　　　　　　　その他

　　(6)出入口  　　防音　　　　　普通

　　(7)窓　　　　　ｱﾙﾐｻｯｼ（　　）mmW×（　　）mmH
　　　　　　　　　　無し

3  仕上

2   構造　　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造
　　　　　　　補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造

　　　　建築工事
1  寸法　　　平面寸法　（　　　）mm×（　　　）mm
　　　　　　　有効高さ（梁下）　　（　　　）mm以上

5   照明器具　　　防滴形蛍光灯（ｶﾞｰﾄﾞ付）（　　　W　　　灯）
　　　　　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

4   機械室の換気は室内温度が35℃以下（外気温度30℃のとき）
　　となる風量を第3種換気方式（自動）で行う。

ﾏﾝﾎｰﾙの嵩上げは300mm以下とする。それを超える場合は浄化槽の周囲

1.処理方式

2.設計条件

3.主要構造

4.現場施工形

5.ユニット形

6.型式認定表示

7.ﾎﾟﾝﾌﾟ

8.送　風　機

9.制　御　盤

10.配管および

　　　　　　　　　　　（　連続  　　作業時排水　〔　　　箇所〕）

　　　ﾌﾞｻﾞｰ　　　　赤色灯　　外部用無電圧Ａ接点（警報盤は別途）

　(2)躯体の型枠解体後、水張試験を行い漏水個所は完全に止水する。
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3.官公署届け出書類

有り（仮設ガス種別、量等については別添図示による）
ガスの仮設供給

有り　　　　無し
既存配管設備の変更1.既存配管設備の18 (11-2.3.1)

変更及び仮設供給医
療
ガ
ス
設
備 よる。 (11-2.4.1～2.4.3)

2.検査・試験

無し

厨
房
機
器
設
備

　　項

　　項

機械設備改修工事特記仕様書

　　　排気ﾀﾞｸﾄ

　仕様は図示による。
　実験、試験用に供するﾀﾞｸﾄ・ﾀﾞﾝﾊﾟｰの材質は耐薬品性とし、範囲、

　別紙仕様による。                                  (4-1.1.1)

汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ　　　※　着脱装置付　　　　　　固定式
湧水ﾎﾟﾝﾌﾟ　　　※　着脱装置付　　　　　　固定式
その他(　　　) ※　着脱装置付　　　　　　固定式

５．建物用途    建築基準法による用途

４．構造規模

１ 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて公共建築改修工事標準仕様書

エ　販売、保守等の営業体制が整えられていること。

規　　格 撮　影　箇　所 提出部数分　    類

着 工 前

工 事 中

完 成 時

ｻｰﾋﾞｽ版

ｻｰﾋﾞｽ版

工事写真の撮り方建築設備編

工事写真の撮り方建築設備編

工事写真の撮り方建築設備編

ｷｬﾋﾞﾈ版

ｻｰﾋﾞｽ版

同      上

部

部

部

部

部営繕年報用 ｷｬﾋﾞﾈ版 外部１枚、内部１枚

　工事中、完成時ともカラー写真とする。

<1-1.8.1>
(1) 完成図書(A4版、完成図書作成要領による)
※ 完成検査後に次の完成図等をすみやかに提出する。

(2) 完成図及び施工図(原寸) 二つ折りに製本したもの
(3) 完成図及び施工図A3版縮小図を二つ折りにしたもの

 <2-1.3.2>

  公共事業の実施において,公共事業環境配慮システムを基に,環境に配慮した
(2)事業活動における積極的な環境配慮の実施

　事業を実施し、環境負荷の低減に努めます。

断熱材被覆銅管

　　　　※　本工事　　　　　別途
2　　　消火器(ABC 10型　　本、ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞｯｸｽ共)

転落防止措置

ﾌﾛｰｼｰﾄの表示

消毒剤

機械室

建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び

(1-1.4.1)
(1)　合板、木質系ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ、構造用ﾊﾟﾈﾙ、集成材、単板積集材、MDF

協議の上、電子化の是非を決定するものとする。
(2)

設計監理業務として行う営繕年報作成のため,工事諸元情報の提供に(3)
協力すること。

基調とした社会の構築｣、  ｢地球環境保全への積極的な取り組み｣,｢環境保全に

環境保全施策を推進します。

(1)総合的な環境保全施策の推進

　(1)項目は、番号に○印の付いたものを適用する。
  (2)特記事項は、　 印の付いたものを摘要する。　 印の付かない場合は、※印の付いた
　　 ものを摘要する。　 印と ※ 印が付いた場合は、共に摘要する。

の恐れのない安全な容器に納め、所定の表示を行い、監督職員の指示に基づき
監督職員に引き渡すこと。

【（一財）秋田県総合公社 環境保全局 所在地 大仙市協和上淀川】

計画書の実施書を監督職員に提出するものとする。

(２）エコマーク認定製品（（公財）日本環境協会）

(４）建築材料・設備機材等品質性能評価事業設備機材等評価名簿(最新年 版)
((一社)公共建築協会)(以下「評価名簿」という。)に記載製品

するものとし、同等品を使用する場合は監督職員の承諾を受けるものとする。

評価名簿による評価書の写しを添付した納入仕様書を監督職員に提出する。

建築物内部に使用する

性能を有すると共に次の(１)から(４)までを満たすものとする。

　 、ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ、その他の木質材料、ﾕﾘｱ樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、
緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを

材料を使用する。

発散しない又は発散が極めて少ない材料で設計図書等に規定する
「ホルムアルデヒトの放散量」の区分に応じた材料を使用する。

使用する。
等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く。)が添付されていない材料を

(4)　(1)の材料を使用して作られた家具,書架,実験台,その他什器類は,
ホルムアルデヒド,アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか,発散が
極めて少ない材料を使用したものとする。

　設計図書に規定する「ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞの放散量」の区分において,「規制対象外」
とは次の①又は②に該当する材料を指し,同区分「第三種」とは③又は④に
該当する材料を指す。
①　建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第一種,第二種及び
第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の材料

発散建築材料
③　建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド

②　建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を

④　建築基準法施行令第20条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を

受けた材料

受けた材料

(2)　接着剤及び塗料はトルエン,キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない

(3)　接着剤は,可塑剤(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキサシル

確保等に関する法律（ﾌﾛﾝ回収破壊法）」に従って行い、監督職員に次の書類を

必要な工事用電力、水などの費用及び官公署等への諸手続きなどの費用は受注者

　JIS Z 3801に基づく(一社)日本溶接協会の管溶接の資格を有する者とする。

はﾃﾞｼﾞﾀﾙ写真も可とし、その仕様は監督職員の指示による。

※完成図　（※ＣＡＤ　　　※ＰＤＦ）　　　※監督職員が指示した図面等

(5) 電子納品対象工事にあってはＣＤ－Ｒ

(6) その他監督職員が指示したもの

・

ＣＤ－Ｒ (監督職員提出用)　　　　　（　　　部）
ＣＤ－Ｒに格納するもの

※完成写真　（※主要な機器等の外観10枚程度)
※官公署届出書類

受注者は

　ただし、監督職員の承諾があった場合はこの限りでない。

官房庁営繕部】」、「官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン等の
運用の改正について(平成 26 年 4 月 25 日付け営第 85 号)　

、次により電子納品を行うものとする。

※工事概要ファイル

(営繕工事編)、営繕工事電子納品要領　【平成 24 年版　国土交通省大臣

((以下、「要領等」という。)による。
「要領等」で特に記載のない項目については、原則として電子データを

提出する義務はないが、「要領等」の解釈に疑義がある場合は監督職員と

電子データは、「要領等」に示されたファイルフォーマットに

各機器の個別運転調整後に下記の総合調整を行い、測定報告書を提出する。

契約事項によるかし担保期間満了前にかし点検を行うので受注者は立ち会うこと

受注者は監督職員と協議を行い、県の定める環境方針を具体的に公共

平成 ２５年４月１日

　「自然と人との共存可能な社会の構築｣、｢環境への負荷の少ない循環を

向けての全ての主体の参加」を基本としながら,第２次秋田県基本計画に掲げる

JIS G 3448 一般用

JCDA 0009
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ

施工は次のとおりとするが、工法等の変更については監督職員の

  を2回塗りとする。ﾍﾟｲﾝﾄ色は監督職員の指示による。

　大きさは器具表による。                    　　     (5-1.1.9)

350×350

2   集合装置　　標準図 施工 73 の下記仕様とする。

4　 バルクタンク（　　　　　　　　ｋｇ）
検査・試験については標準仕様書によるものの他、監督職指示に

11

12

13

14

1   基礎杭　　　　　 　要（※別途　　本工事）　　　不要

2   基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 　　要（※本工事　　別途）　　　不要

3   掘削・埋戻し      ※本工事　　　　　別途

4   山留工           　要　（　　  型　　　　m）
　　　　　　　　　　 　不要

5   水替工           　要

　　　　　　　　　　 　不要

　　及び仮設工事

に鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製のﾋﾟｯﾄ（上面は縞鋼板の蓋付）を設ける。

1.該当機種

2.耐震施工、管制
　運転

土木工事

その他

15

16

    特定設定値はP波感知とする。

 緊急地震速報連動運転
※
・

2   燃焼機器は、（一財）日本ｶﾞｽ機器検査協会の合格証票が貼付された

(1)  完成図書等の取扱は,｢官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン

この表のほか監督職員が必要と認め、指示した箇所及び部数。また、上記の写真

4.埋設とは土中、土間(FL-300mmまでは土間と同様とする),ｺﾝｸﾘｰﾄ内,CB内を示す。

撤 去 工 事

1

1

1

1

1

RC造

　ＦＣＶ　　　　パネル　　ルームエアコン

13A

空気調和設備

0.95

冷 暖 房 設 備

※秋田県機械設備工事監督実施要領(秋田県建設交通部監修)(平成16年版)

　営繕部監修)

保温材(難燃性)

JIS K 6741
VP 一般用

※
RJ-VP

給水管排水管
通
気
管

給
湯
管

消
火
管

ｶﾞｽ管
雨
水
管

屋
内

埋
設

屋
内

埋
設

屋
内

埋
設

用途

屋
外
露
出

JIS G 3452 白
〃 黒

鋼管

鋼管

塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ JWWA K 116
〃

WSP 011

SGP-VB
SGP-VD

※※

耐熱性ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 JWWA K 140 SGP-HVA

ﾎﾟﾘ粉体鋼管
JWWA K 132

〃
WSP 039

SGP-PB
SGP-PD
SGP-FPB

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管
JIS G 3448
JWWA G 115
JWWA G 119

一般用
水道用
水道用波状

銅管 JIS H 3300 Ｍ型
JIS K 6742 VP 水道用
JIS K 6742 HIVP 耐衝撃性

※

呼称 規格番号 管種

SGP-FVB

　　給排水衛生設備工事　

AS-58
JIS K 9798
JIS K 6776

ﾋﾞﾆﾙ管

JIS K 6741

REP-VU
RF-VP
HT 耐熱用
VP 繊維ﾓﾙﾀﾙ
RF-VP繊維

※

耐火二層管
JIS K 9798

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管 JIS G 3469 PLP(参考）
密着一層型ﾎﾟﾘｴﾁ
ﾚﾝ被覆鋼管

〃 PLS(参考）

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ
被覆鋼管

PLV,VI
（参考）

低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
被覆銅管

JIS H 3300 CU

架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 JIS K 6769
ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝ管 JIS K 6778

その他特記事項

※

※

※

ﾓﾙﾀﾙ

試験は配管途中もしくは、いんぺい、埋戻前、または、配管完了
後の塗装又は被覆施工前に行う。なお、完成時の系統全領域にわ

　 2  油配管
　　　空気圧試験の最小圧力は0.1MPaとする。

　　　験を実施する。

　　　圧力 0.2Mpaに代えることが出来るが完成時まで水圧試

　　　水圧試験を空気圧試験(最大常用圧力の1.5倍、または最高

　 1  凍結の恐れのある水配管

11.試験

　　　気密試験及び点火試験とする。

　　　10.0KPa以下とする。
　　　保持時間は管内容積10ﾘｯﾄﾙ以下は5分間以上､10ﾘｯﾄﾙを超え50ﾘｯﾄﾙ
　　　以下は10分間以上、50ﾘｯﾄﾙを超えるものは24分間以上とする。

   　  ｶﾞｽ（液化石油ｶﾞｽ設備）配管

　 たる耐圧試験方法については、監督職員との協議による。

3

　　　気密試験の圧力値は高圧部 1.56MPa以上、低圧部 8.4KPa以上

　ＦＦ温風機等の油配管用途に銅管を使用するときは保護管

    及び吊り間隔 （継手、曲り部分を除く）は一般ﾋﾞﾆﾙ管とし、下記による。

　８１５　８ １.０ｍ ５０

５０１０１.０ｍ２０１０

保護管吊り間隔 保護管径保護管径保護管径 銅管外径銅管外径

屋          外屋                  内

　

　注．1. 屋内（露出、いんぺい、間仕切り内）
　　　2. 屋外（屋外埋設、土間埋設）
　　　3. 屋外の保護管は曲がり部分も含む。
　　　4. 保護管内での銅管の接続はしない。

10.銅管の保護管

1 一般事項

2 埋設油管

※　保護埋設　　　　　　直埋設

　　保護の方法、範囲については図示による。

地中埋設標の位置は図示による。              　　 　(2-2.7.1)
9.埋設配管

また、埋設表示用ﾃｰﾌﾟ（ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製）は折返し付きとする。

　ﾋﾟｯﾄ内の吊ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ、支持金具はｽﾃﾝﾚｽ製とする。8.吊りﾎﾞﾙﾄ及び支持金物

7.絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ 　取付箇所は図示による。                  (2-2.2.12)(2-2.4.1)

※　つば付き鋼管製　　　　亜鉛鉄板製
6.ｽﾘｰﾌﾞ

(2-2.2.23)

水密を要する梁、床、壁のスリーブ                   (2-2.2.27)

※ ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製　　 樹脂製　　 ｽﾃﾝﾚｽ鋼製 人造石とぎ出し製5.水　栓　柱

遮断弁　　　　　　　　　電気式　　　　機械式

地震感知器　　　　　　　電気式　　　　機械式

4.緊急遮断弁装置 (2-2.2.22)

(2-2.3.15)取付箇所は図示による。    耐火二層管伸縮継手3.

鋼管用伸縮管継手2. 　※　ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　　　　ｽﾘｰﾌﾞ形                      (2-2.2.7.1)

ビニル管
JIS K 6776 HTVP 耐熱用
AS-58 REP-VU
JIS K 9798
JIS K 9797

RF-VP
RS-VU

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 JIS K 6762 水道用 ※

架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 JIS K 6769 水道用
ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 JIS K 6774 PEP
外面被覆鋼管 WSP 041 消火用
排水用塩ﾋﾞﾗｲﾆ
ﾝｸﾞ鋼管

WSP 042

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 JIS A 5372

耐火二層管
JIS K 6741
JIS K 9798

VP 繊維ﾓﾙﾀﾙ

PLP

※

※ ※
※※

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管 JIS G 3469 (参考） ※
密着一層型ﾎﾟﾘ
ｴﾁﾚﾝ被覆鋼管

JIS G 3469
PLS
(参考）

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ
被覆鋼管

－
PLV,VI
(参考）

ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾝ管
JIS K 6792
JIS K 6778

水道用

※

※

その他特記事項

RF-VP繊維ﾓﾙﾀﾙ

1種B形

※JWWA K 144 水道配水用

JIS K 6741

JIS K 6741

VP 一般用

VU 薄肉用
RJ-VP

RJ-VU ※ ※

※ ※

給水設備及び給湯設備に使用する機材は、厚生省令第14号「給水装置の構造

及び材質の基準に関する省令」(平成9年3月19日)に適合するものとする。

(1) 表示板は風圧に耐えるよう配慮すること。

工事施工者

工事監督者

　　　　(角ｺﾞｼｯｸ)で表現する

　　　　 ※  １号  （横 １８０ｃｍ × 縦 　９０ｃｍ ）
　　　 　　  ２号  （横 ２４０ｃｍ × 縦 １２０ｃｍ ）
　　　　 　  ３号　（横 ３６０ｃｍ × 縦 １８０ｃｍ ）

(2) 地色はﾏﾝｾﾙ記号１ＧＹ７．５／８とし、黒文字

(3) 建築主は契約担当者名とする。
(4) 表示板の大きさ

　　　 　　　その他（　　　　　　　　　　　）

設 計 者

建 築 主

平成　年　月　日  ～  平成　年　月　日工 事 期 間

構造・規模

工 事 名

建　 築　 工　 事　 の　 表　 示

工事監理者

建築工事の表示     　　　　　　　　　　　　　

2.建設発生土の
　　　　　処理 　 ※　構内指定箇所へ敷きならす　　指定箇所（　　　　　　　）

　   　構外指示の場所へ搬出　　（搬出先は特記１章４項による）

　   　構内指定箇所へたい積する　　指定箇所（　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 <1-5.1.1>

13.不  凍  液 　※　不要　　　要（工業用ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ30％濃度）

12.放熱器の
　　　　取り付け

　放熱器と温水管との接続には、必要に応じて架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管及びﾎﾟ
　ﾘﾌﾞﾃﾞﾝ管、並びに銅製又はｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞを使用しても良い

11.空調用膨張
　　　　　ﾀﾝｸ                                           (3-1.13.5～1.13.6)

　※　密閉形隔膜式　　　　　開放形　　　　その他（　　　　）

　                                                (3-1.12.1)　　　軸封装置
10.空調用ﾎﾟﾝﾌﾟ 　※ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ　　　　　ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ　　　　　その他（　　　　）

9.室外機
　　基礎及び架台 　(H=300mm)を設ける。その他の機器および豪雪地における基礎、

　28KW以下の室外機基礎高さはGL+150mmとし、溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上架台

　架台は図示による。

　機器表による。

7.機器の据え付け (1) 天井いんぺい機器の吊り下げ金物は構造体へ直接取付ける。

(2) ｺﾝｸﾘｰﾄ外壁に取り付ける換気扇用木枠には防腐剤処理をほどこす。

6.機器の接続 　特記がなければ、機器とｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄを接続する場合、ｱﾙﾐﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ
　ﾀﾞｸﾄを１ｍ以内で使用してよいが、有効断面を損なわないよう取
　付ける。また、ﾀﾞｸﾄ用ﾃｰﾌﾟはｱﾙﾐﾆｳﾑ箔を使用する。

だき吸収冷温水機、小形吸収冷温水機ﾕﾆｯﾄ、氷蓄熱ﾕﾆｯﾄ、GHP。

対象機種：　遠心冷凍機、ｽｸﾘｭｰ冷凍機、吸収冷凍機、EHP、KHP、直

　以下に該当する機器の成績係数は機器表による。なお、機器表に5.成績係数

　ろによる。

　表記が無い場合は、標準仕様書及び「ｸﾞﾘｰﾝ購入法」で定めるとこ

　表による。
4.冷媒 　ｵｿﾞﾝ層を破壊する物質が使用されていないものとし、種類は機器

3.媒煙濃度計 取付箇所は図示による。 (3-1.1.10)

2.煙道 　直径300mm （270 □）以下は鋼板厚3.2mm 、直径
　300mmを超えるものは板厚4.5mm 以上とする。 (3-1.1.9)

外　気　条　件 室内（調整目標値）

　　　系統一般系統　　　系統一般系統

夏期 　　％　　℃　　％ 　　％　　℃

　　％　　℃　　％ 　　％　　℃

温度
(DB)

湿度
(RH)

温度
(DB)

湿度
(RH)

温度
(DB)

湿度
(RH)

湿度
(RH)(DB)

温度

℃

℃

　ただし、湿度制御を行わない方式による湿度はなりゆきとする。

1.設計温湿度

　　50％

　　40％

　　℃ 　　％ 　50％26.0℃

22.0℃　　℃ 　　％ 　40％

５
　
　
空
　
気
　
調
　
和
　
・
　
暖
　
房
　
・
　
冷
　
房
　
設
　
備

4.他工事との
　　　　　調整 建  築

　適用範囲は次表を標準とする。（●印適用）

補    強

スリーブ

●

● ●

●

● ●

補    強

仮    枠

補    強

●

●

●● ●

梁、床、壁､ 貫通部

壁埋込型器具類

天井埋込型器具類下地

別途機器への接続 ●● ●

種　別

区　分

防火戸閉鎖装置

切込

電  気 機  械

墨出

●

電動ｼｬｯﾀｰ

自動扉 ●

●

軽量鉄骨壁の機器取り付け用の補強

吊りボルト用インサート

機械室、電気室などの設備機器の基礎

機械室、電気室などの設備ピｯﾄ(蓋含む)

自立形制御盤の基礎

●● ●

●● ●

●

●

●

●

閉鎖装置

二次側配線、操作ｽｲｯﾁ

二次側配管

床点検口、天井点検口

消火水槽用マンホール

●

●

自立型ｱﾝﾃﾅの基礎 ●

注）　複数箇所に●印のあるものは各工事に適用する。

　ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ、架台、支持金具等はｽﾃﾝﾚｽ(SUS304)製とする。<2-7.5.2>
　・屋外に設ける機器類(外壁に取り付ける機器類含む)のｱﾝｶｰ

3.耐震施工 　・設備機器の固定は、「建築設備耐震設計・施工指針2014年版

　　（独立行政法人建築研究所監修）」による。

　　　イ）耐震安全性の分類

　　　ロ）地域系数

　　　　　※ 特定の施設　　　・ 一般の施設

　　　　　※ １．０　　　・ その他（　　　）

※機械設備工事施工管理要領(一般社団法人公共建築協会)(平成26年改訂版)

m2

 　 風量調整　　　　 水量調整　 　　 室内外空気の温度の測定

（平成２９年版）※平成29年 5月 1日以降適用

 　(機械設備工事編）平成28年版（以下、改修標準仕様書という。）及び公共建築設備工事
　 標準図（機械設備工事編）平成28年度版（以下標準図という。）による。ただし、改修

28年度版（以下、標準仕様書という。）による。

※営繕工事写真撮影要領(平成28年版)（国土交通省大臣官房官庁

2.工事実績情報2.工事実績情報の登録 ※　　適用する　　　　適用しない                   　<1-1.1.4>

      の処理等
・ 特定建設資材廃棄物の発生材の処理

種　　　類 再資源化等をする施設名・住所・搬出距離(km)

<1-1.3.9>

建設発生土
ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ 塊
ｱ ｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ 塊

建設発生木材

・ 特定建設資材廃棄物以外の発生材の処理

種　　　類 処分施設の名称・住所・搬出距離(km)

<1-1.3.9>

配管・保温材
機器類

・ 引き渡しを要するもの
・ 現場再利用発生材

受入施設名【（財）秋田県総合公社 環境保全局 所在地 大仙市協和上淀川】

・　特別管理産業廃棄物　　（　　有　　　無　）
・　ｱｽﾍﾞｽﾄ　　　　有　　　　　無

・ 飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄの使用状況

室　　名 使用部位 詳細（厚さ等） その他

監督員と協議のこと
監督員と協議のこと

確保及び環境
保全

※「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定（平成9年建設省告示第
1536号）」に基づき、指定された建設機械を使用する。

※「建設機械に関する技術方針（平成3年建設省通知第247号）に基づき、指定
された排出ガス対策型建設機械を使用する。

関係機関との協議

交通誘導員
配置する（　　警備業法第18条に規定する特定の種別の警備業務　　任意）
(    日×     人）
配置しない

<1-1.3.9>

<1-1.3.9>
<1-1.3.5>

特定の種別の警備業務は、警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委
員会規則第20号)及び秋田県公安委員会告示第144号(平成18年10月6日)による｡

必要（関係機関：所轄官公署　　）　　　必要なし

※適用しない　・ 適用する( ・ 発注者指定方式　・ 任意着手方式)3.工事の余裕期間
　適用する場合は別に定める「余裕期間に係る特記事項定」によること。

4.施工中の安全

5.発生材

6.概成工期

7.電気保安技術者

8.機材の

9

10.化学物質を放散

X線検査　　　※行わない　　　　　　行う
既存ｺﾝｸﾘｰﾄ部の床･壁の配管貫通部等の穴あけは原則としてﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる｡

あり※　なし
工事中停止させない設備

工事補足説明事項図示

(調査項目　　　図示　　　　）
(調査項目　　　図示　　　　）
(調査項目　　　図示　　　　）

事前調査施工計画調査
※改修標準仕様書による

(調査項目　　　図示　　　　）
(調査項目　　　図示　　　　）
(調査項目　　　図示　　　　）

11.施工条件

12.施工調査

13.はつり

14.あと施工ｱﾝｶｰ １あと施工ｱﾝｶｰ　※接着系ｱﾝｶｰ（接着材は有機系とする）
※金属拡張系ｱﾝｶｰ（※本体打込式）

２試験等
行わない※行う

性能確認試験　　※行わない　　　　行う
施工後確認試験

<2-5.1.3>

<2-5.2.3>

　　平成28年版の8章12節5項による。
　　施工後確認試験は、公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

15.既設ｲﾝｻｰﾄ及び
<2-5.1.1>

16.冷媒（ﾌﾛﾝ系）

17.工事用電力

18.技能士

　　配管(建築配管作業)　　　建築板金(ダクト板金作業) 
　　熱絶縁施工(保温保冷工事作業) 
　　冷凍空気調和機器施工(冷凍空気調和器施工作業）

19.溶接工

20.工事写真

21.完成図等

22.電子納品等

23.総合調整

24.撤去後の補修

25.

26.かし点検

27.環境への配慮

28.石綿作業主任者

※

　　　耐火ｶﾊﾞｰ
　※ 要 （ﾋﾟｯﾄ内を除く）   　 不要5.和風便器

4.自動水栓

手動スイッチ 　 　　有り　　　　　無し

　電源供給方式：　※ AC　100V  　 電池式 自己発電                                                     (5-1.1.7)

2.洗浄弁及び
　　　　ﾛｰﾀﾝｸ

1   洗浄弁は不凍結形節水弁(ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾚｰｶ付き) とする。(5-1.1.2)
2   ﾛｰﾀﾝｸは防露式とする。

3.便　座 (5-1.1.2)
　温水洗浄便座は、次の機能を有すること。
　温水洗浄機能(   貯湯式　　瞬間式)　 　節電機能　　　脱臭機能

　温水洗浄式便座　　　　暖房便座※

※
(5-1.1.13)

　その他、付加機能は次とする。
　温風乾燥機能　 　　　擬音装置　　　　　リモコン

(2)　地域係数　　　　　※　1．0　・その他（　　　　　）
　(1)　耐震クラス　　　　・Ｓ　　　　※Ａ14 14

屋内とは露出、いんぺい、PS、ﾋﾟｯﾄ内を示す。
　　空調、暖冷房設備工事（下表のほか別紙特記事項による）　

Ｍ ０１
H　30

工事名称 備  考
設計年月日

縮 尺
A1

A3

年 月 日

S=1:
S=1:

--
--

管 理 建 築 士

一級建築士登録番号

秋田市中通２丁目２番３２号代表取締役 秋田本社

東京支店 東京都西東京市芝久保町３丁目１３番４号

電話

電話

第１９２２０８号

印

０４２（４６２）２１８８

０１８（８３３）５５５５

計  画 意  匠 構  造 電  気 機  械

一級建築士事務所

製  図

図面番号

株式会社 草階建築創作所

渡 　 邉 　 啓 　 宇

渡  邉  啓  宇

　 空気調和　　 冷暖房　　　 温水暖房　　 温風暖房

　　℃　　66.9％冬期　　-3.8℃

　　℃　　33.3℃　　56.5％

　※屋内および屋上設置機器の架台は防振架台とする。

南秋田郡大潟村

図面名称 機械設備改修工事特記仕様書
8

役場旧庁舎耐震補強工事

2

役場旧庁舎耐震補強工事



撤 去 図 改 修 図

計  画 意  匠 構  造 電  気 機  械 製  図印管 理 建 築 士設計年月日 年 月 日H　30
一級建築士登録番号 第１９２２０８号備  考工事名称 図面名称 図面番号 Ｍ ０２

A1
縮 尺 渡 　 邉 　 啓 　 宇A3 S=1:

代表取締役 秋田本社 秋田市中通２丁目２番３２号 電話 ０１８（８３３）５５５５
一級建築士事務所 株式会社 草階建築創作所渡  邉  啓  宇 東京支店 東京都西東京市芝久保町３丁目１３番４号 電話 ０４２（４６２）２１８８

S=1: 100
200

8
役場旧庁舎耐震補強工事 機械設備　平面図（撤去図・改修図）

記号

あ

工　　事　　内　　容

い

う

え

お

か

き

く

撤去工事内容表

ＲＣ造ブレース設置に伴い、油通気管３２ＧＰを、機械室外壁面から以降すべてと支持金具を撤去する。（再使用なし）

ＲＣ造ブレース設置に伴い、エアコン室外機（壁面取付）：能力・２５形、冷媒ガス種・Ｒ３２、電源・単相１００Ｖを撤去する。（室外機、壁面取付金具、冷媒管、ドレン管、渡り線共再使用あり）

ＲＣ造ブレース設置に伴い、支障のある図示範囲の排水管５０ｖｐを撤去する。（再使用なし）

ＲＣ造ブレース設置に伴い、支障のある図示範囲の給水管２０ｐｐを撤去する。（再使用なし）

記号

あ

工　　事　　内　　容

改修工事内容表

ＲＣ造ブレース設置に伴い、給気用有圧換気扇（防爆形）：４０ｃｍ、、ＳＵＳ製ウェザーカバー付、電源・三相２００Ｖを撤去する。（再使用なし）但し、既存アルミパネルは再使用する為撤去しない

老朽化に伴い、排気用有圧換気扇：４０ｃｍ、、ＳＵＳ製ウェザーカバー付、電源・三相２００Ｖを撤去する。（再使用なし）但し、既存アルミパネルは再使用する為撤去しない。 い

う

え

お

か

き

く

ＲＣ造ブレース設置に伴い、撤去保管したエアコン室外機（壁面取付）：能力・２５形、冷媒ガス種・Ｒ３２、電源・単相１００Ｖを支障のない位置に再設置する。（壁面取付金具、冷媒管、ドレン管、渡り線共）

油通気管３２ＧＰの機械室外壁面から以降すべてと通気金物３２、支持金具を更新する。指定色塗装仕上げとする。

図示位置で既存排水管５０ｖｐと接続する。（山砂埋戻し）

図示位置で既存給水管２０ｐｐと接続する。（山砂埋戻し）

ＲＣ造ブレース設置に伴い、返油管４０ＰＬＶを、機械室外壁面から地下貯油槽までの地上露出部分のすべてと支持金具を撤去する。（再使用なし）但し、配管用基礎は再使用する為撤去しない。

ＲＣ造ブレース設置に伴い、送油管２０ＰＬＶを、機械室外壁面から地下貯油槽までの地上露出部分のすべてと支持金具を撤去する。（再使用なし）但し、配管用基礎は再使用する為撤去しない。

送油管２０ＰＬＶの機械室外壁面から地下貯油槽までの地上露出部分のすべてと支持金具を更新する。又、機械室外壁直近にＳＵＳ製可とう継手を新設する。但し、配管用基礎は既存品を再使用する。

返油管４０ＰＬＶの機械室外壁面から地下貯油槽までの地上露出部分のすべてと支持金具を更新する。又、機械室外壁直近にＳＵＳ製可とう継手を新設する。但し、配管用基礎は既存品を再使用する。

給気用鋼板製有圧換気扇（防爆形）を更新する。能力φ４００×３，０００ｍ3/ｈ×三相２００Ｖ　０．２ｋＷ（ＳＵＳ製ウェザーカバー、防虫網付）、参考型番ＥＦ-４０ＴＤＣ-Ｖ

不要となる壁面のボルト孔は防水モルタル等で穴埋めする。

排気用鋼板製有圧換気扇を更新する。能力φ４００×３，０００ｍ3/ｈ×三相２００Ｖ　０．２ｋＷ（ＳＵＳ製ウェザーカバー、防虫網付）、参考型番ＥＷＦ-４０ＤＴＡ
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地上部まで撤去 地上部で既存管と接続

給水管20pp(地中)

排水管50vp(地中)

給水管20pp(土間)

排水管50vp(土間)

ＲＣブレース補強

ＲＣブレース補強

廊下

UP

機械室

事務室

給湯室

風除室

ホール

産業建設課

税務会計課

男子ＷＣ

女子ＷＣ

男子更衣室

１階平面図　S=1:100
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ホール

産業建設課

税務会計課

男子ＷＣ

女子ＷＣ

男子更衣室

１階平面図　S=1:100
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